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第

一
章
　
問
題

の
焦
点

１
　
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
確
保
は
、
刑
事
手
続
の
な
か
で
も
、
重
要
な
問
題
の

一
つ
で
あ
る
。
通
常
、
国
境
を
越
え
て
逃
亡
犯
罪
人

を
引
き
渡
す
こ
と
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度

（①諄
轟
Ｏ
ｉ
ｏ
じ

の
下
で
処
理
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
国
際
法
上
の
犯
罪
」
の
容
疑
者

の
引
渡
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
こ
れ
を
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
法
的
性
質
が
異
な
る
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み

が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
、
従
来
の

「
国
際
司
法
共
助
」
と
い
う
役
割
に
加
え
て
、
国
際
法
上
の
犯
罪
の
規
制

に
関
す
る
刑
事
手
続
の
一
部
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
国
際
司
法
共
助
の
目
的
が

あ
く
ま
で
も
関
係
主
権
国
家
の
個
別
的
利
益
の
実
現
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
国
際
社
会
の
共
通
利
益
を
害
す
る
犯
罪
を
抑
圧
す
る

た
め
に
行
う
も
の
と
観
念
さ
れ
、
主
権
国
家
は
従
来
の
国
際
司
法
共
助
の
実
効
性
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
相
互
主
義
の
保
証
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た

「
国
際
司
法
協
力
」
へ
の
積
極
的
な
参
加
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
通
常
の
国
際
司
法

共
助
の
任
意
性
を
克
服
し
た
手
続
を
、
「
国
際
司
法
協
力
」
と
呼
び
、
以
下
、
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

最
近
、
特
に
国
際
法
上
の
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
国
際
刑
事
裁
判
所

（国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
く
ュ
ー
ゴ

国
際
裁
判
所
な
ら
び
に
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
）
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
国
連
国
際
法
委
員
会
草
案
に
よ
る
常
設
的
国
際
刑
事
裁

判
所
の
設
立
へ
の
実
行
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
を
有
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対

し
て
主
権
国
家
が
行
う
協
力
に
つ
い
て
、
従
来
の
国
際
司
法
共
助
と
の
性
格
の
違
い
が

一
層
強
く
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
国

連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
し
て
、
裁
判
所
か
ら
発
せ
ら
れ
る
被
告
人
の
引
渡
の
命
令
は

国
際
法
上
の

「義
務
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
の
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
を



設
立
す
る
た
め
に
招
集
さ
れ
た
法
律
専
門
家
委
員
会
は
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
に
対
し
て
は
、
通
常
の
犯
罪
人
引

渡
制
度
と
概
念
上
区
別
す
る
た
め
に
、
①
凛
『”
Ｑ
”̈一ｏ
い
で
は
な
く
、
旨
ｌ
ｏ
い
Ｏ
Ｑ

（な
い
し

寸
”
房
』の
じ

の
語
を
用
い
る
べ
き
だ
と
し
、
ユ
ー

ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
で
は

旨
ｌ
ｏ
●
計
ヽ
Ｒ

暉
“
房
ｈＱ

と
規
定
さ
れ
た

（第
二
十
九
条
二
項

（
ｅ
じ
。

し
か
し
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
が
積
極
的
な

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
の
引
渡
と
し
て

（以
下
、
こ
れ
を

の日

①ヽ
巳
Ｑ

と
呼
ボ
）
、
実
定
法
上
定
着
す
る
た
め
に
は
、
未
だ
克
服
す
べ
き
多
く
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

２
　
学
説

・
国
家
実
行
上
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
引
渡
に
関
し
て
、
被
請
求
国
が
持

っ
て
い
る
裁
量
を
制
限
し
て
、
必
ず
請
求
が

許
可
さ
れ
る
よ
う
な
手
続
に
転
換
さ
せ
る
た
め
の
議
論
が
第

一
次
世
界
大
戦
以
降
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
中
で
も
、
最
も
激
し
く
議
論
さ

れ
て
き
た
の
は
、
「
戦
争
犯
罪
」
？
ミヽ

Ｒ
一日
ｐ
Ｒ
い日
の
計

”
口
①
『『ｐ
因
『一①
鴨
く
の
３
『８
，
①
じ

に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
裁
判
権

を
有
す
る
国
家

（請
求
国
）
が
容
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
国
家

（被
請
求
国
）
に
対
し
て
、
身
柄
の
引
渡
請
求
を
な
し
て
も
、
し

ば
し
ば
引
渡
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
多
く
発
生
し
、
こ
の
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第

一
次

世
界
大
戦
終
結
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
平
和
条
約
に
お
い
て
、
戦
争
犯
罪

（「
国
際
道
義
に
反
し
、
条
約
の
神
聖
を
汚
し

た
重
大
な
犯
行
」
に
関
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
Ⅱ
世
を

（
二
二
七
条
）
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
つ
い
て

一
般
兵
士
を

（
二
二
八
―
二
二

九
条
と

に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
を
規
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
な
ら
び
に
皇
帝
が
亡
命
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
抵
抗
に
遭
い
、

引
渡
は
実
行
さ
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
連
合
国
戦
争
犯
罪
委
員
会
が
中
心
と
な

っ
て
、
戦
争
犯
罪
人
の

引
渡

（旨
『お
い
計
『
Ｒ

■
鶴

Ｒ
一日
」●
”
】３

を
義
務
づ
け
る
条
約
草
案
も
作
成
さ
れ
た
が
、
結
局
、
国
際
法
上
身
柄
の
引
渡
を
義
務
づ
け
る

法
的
枠
組
み
は
、
交
戦
国
間
で
は
成
立
せ
ず
、
戦
争
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
は
も

っ
ぱ
ら
連
合
国
の
行
政
的
手
続
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。
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四

そ
の
後
、
中
立
国
に
逃
れ
た
容
疑
者
に
関
し
て
、
既
存
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
を
利
用
し
て
身
柄
の
請
求
が
行
わ
れ
た
が
、
請
求
が
拒
否
さ

れ
る
と
い
う
事
例
が
多
く
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
事
例
に
対
し
て
学
説
の
多
く
が
非
難
を
加
え
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の

引
渡
は
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
異
な
り
、
被
請
求
国
は
引
渡
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
戦
争
犯
罪
に
関
し

て
、
引
渡
に
係
る

「
犯
罪
」
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
が
国
内
法
上
の
犯
罪
で
は
な
く
、
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し

て
、
た
と
え
主
権
国
家
間
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
既
存
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
性
質
の
異
な
る
手
続
へ
転
換
す
る
こ
と
を
論

証
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
で
あ

っ
て
も
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
枠
組
み
の
中
で
処
理
す
べ

き
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
通
常
の
手
続
が
そ
の
ま
ま
適
合
す
る
と
考
え
る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、　
一

定
の
修
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
修
正
と
は
、
具
体
的
に
は
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
、
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る

国
家

（被
請
求
国
）
が
引
渡
拒
否
事
由
の
採
否
お
よ
び
認
定
に
お
い
て
有
し
て
い
る
裁
量
を
制
限
す
る
と
¨

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
に
関
連
し
て
、
戦
争
犯
罪
は
政
治
犯
罪
と
は
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
拒
否
事

由
の
適
用
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
、
身
柄
の
引
渡
の
当
否
を
全
て
被
請
求
国
の
裁
量
に
委
ね
て
い
る
点

（犯
罪
人
引
渡
制
度
の
任
意
性
）
に
、
ま
さ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
り
、
関
係
国
間
の
引
渡
条
約
で
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の

引
渡
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
被
請
求
国
は
例
え
ば
そ
の
時
の
政
治
的
考
慮
に
よ
っ
て
引
渡
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
た
と
え
条
約
で
当
該
犯
罪
的
行
為
が
引
渡
犯
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
な
お
、
被
請
求
国
は
自
ら
の
判
断
で
引
渡
を
拒
否

す
る
裁
量
を
留
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
当
該
犯

罪
的
行
為
が
両
国
間
の
国
内
法
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（双
方
可
罰
性
の
原
則
）
と
い
う
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
引
渡



に
か
か
る
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
が
請
求
国
に
帰
属
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
は
、
通
常
の

犯
罪
人
引
渡
の
場
合
に
は
自
明
と
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
前
提
す
ら
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
問
題
を
複
雑
に
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

３
　
さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
引
渡
は
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
法
的
性
質
が
異
な
る
と
主
張

す
る
根
拠
と
し
て
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
は
、
引
渡
を
行
う

「主
体
」
に
着
目
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
最
近
の
国

際
刑
事
裁
判
所
を
め
ぐ
る
国
家
実
行
の
動
き
を
受
け
て
、
主
権
国
家
間
は
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
が
妥
当
し
、
他
方
、
主
権
国
家
が
国

際
刑
事
裁
判
所
に
対
し
て

一
方
的
に
行
う
場
合
は
、
別
種
の
手
続
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
は
、
引
渡
に
係
る

「犯
罪
」

の
性
質
に
着
目
す
る
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
法
上
の
犯
罪
は
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
下
で
処
理
さ
れ
、
国
際
法
上
の
犯
罪

に
は
こ
れ
と
は
異
な
る
手
続
が
妥
当
す
る
と
い
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
連
合
国
戦
争
犯
罪
委
員
会
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
根
拠
は
、
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
法
的
性
質
を
異
に
す
る
積
極
的
な

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
の

引
渡
概
念

（紹
『『①●
一
Ｑ
）
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
国
際
法
上

の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
国
際
刑
事
法
の
法
概
念
や
手
続
の
発
展
を
十
分
に
反
映
さ
せ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、　
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
国
際
法
が
個
人
に
刑
事
責
任
を
お
わ
せ
、　
一
定
の
作
為
な
い
し
は
不
作
為
に
対
し
て
処
罰
を
科
す
場

合
の
あ
る
こ
と
が
、　
一
般
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
国
際
法
上
の
個
人
の
刑
事
責
任
は
、
適
切
に
権
限
を
与
え
ら
れ
た
国
際

裁
判
所
ま
た
は
国
内
裁
判
所
若
し
く
は
軍
事
法
廷
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
国
際
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み

追
及
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
が
国
際
刑
事
裁
判
所
に
の
み
帰
属
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
国
際
法
上
の
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
は
、
通
常
の
主
権
国
家
間
の

「共
助
」
と
は
全
く
異
な
り
、
主
権
国
家
が
国
際
刑
事
裁

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）

二
七
五



二
七
六

判
所
に
対
し
て

一
方
的
に
行
う

「
協
力
」
と
し
て
、
国
際
法
上
の
犯
罪
を
規
制
す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
制
度
化
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

国
内
法
上
の
犯
罪
の
た
め
の
共
助
は
主
権
国
家
間
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
下
で
処
理
さ
れ
、
他
方
、
国
際
法
上
の
犯
罪
の
た
め
の
協
力
は
、

主
権
国
家
が
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
し
て

一
方
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
と
観
念
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今

日
、
国
際
法
は
、
国
際
法
上
の
犯
罪
を
も
各
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
裁
判
権
を
国
内
裁
判
所
に
帰
属
さ
せ
る
場

合
が
あ
る
。
従

っ
て
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
、
つ
ま
り

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
の

身
柄
の
引
渡

（旨
【お
い
Ｏ
ｑ
）
の
法
的
性
質
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
、
引
渡
の
主
体
や
犯
罪
の
み
に
着
目
し
て
当
然
に

区
別
す
る
考
え
方
は
十
分
な
論
拠
を
持
た
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
逃
亡
犯
罪
人
の
身
柄
の
引
渡
の
目
的
は
、
裁
判
権
を
有
す
る
国
家

（な
い
し
は
裁
判
所
）
が
適
正
且
つ
公
平
な
裁
判
を
行
う

こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
国
際
法
上
の
犯
罪
の
規
制
の
た
め
の
積
極
的
な

「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
の

引
渡

（旨
」『①
●
計
じ

の
問
題
を
考
え
る
出
発
点
も
、
規
制
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
所
在
を
確
定
す
る
こ
と
に

あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
国
際
裁
判
所
な
ら
び
に
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
が
混
在
す
る
と
い
う
現
在
の
状
況
を
整
理
す
る

作
業
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４
　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
本
稿
で
は
、
複
雑
に
発
展
し
て
き
た
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
態
様
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
。
次
に
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
下
で
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
が
処
理
さ
れ
る
場
合
の
問
題
点
、
な
ら
び

に
そ
れ
ら
の
問
題
点
に
国
際
法
が
与
え
る
解
決
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所

に
対
す
る
身
柄
の
引
渡
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
裁
判
所
は
、
国
内
裁
判
所
と
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
が
混
在
す
る
現
在



の
国
際
刑
事
法
が
生
み
出
し
た
、　
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
国
際
法
上
の
犯
罪

の
容
疑
者
の
引
渡
の
法
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
「
国
際
司
法
協
力
」
と
し
て
実
定
法
上
定
着
す
る
た
め
に
必
要
な
点
を
示
し
た
い
と
考

え
る
。

（１
）
個
人
の
国
際
刑
事
責
任
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る

「
国
際
法
準
拠
の
国
際
犯
罪
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
内
国
刑
法
の
規
定
を
介
す
る
こ
と
な
く
、

個
人
の
刑
事
責
任
が
直
接
に
国
際
法
に
準
拠
し
て
追
及
さ
れ
る

「
国
際
法
違
反
の
犯
罪
」
と
国
際
慣
習
法
又
は
条
約
で
特
定
の
行
為
を
犯
罪
と
し

て
処
罰
す
べ
き
も
の
と
し
、
各
国
が
こ
の
よ
う
な
国
際
法
規
を
受
容
し
て
内
国
刑
法
を
整
備
し
、
こ
れ
に
よ
り
個
人
の
訴
追

・
処
罰
を
行
う

「諸

国
の
共
通
利
益
を
害
す
る
犯
罪
」
の
二
つ
が
含
ま
れ
る
。
山
本
草
二

『
国
際
刑
事
法
』
貧

九
九

一
・
三
省
堂
）
八
三
―
八
四
頁
。

（２
）
山
本
草
二

『
国
際
法

【
新
版
ご

（
一
九
九
四

。
有
斐
閣
）
五
四

一
頁
。

（３
）
山
本

。
前
掲
注

（１
）

一
九
四
頁

（４
）
設
立
の
根
拠
は
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
は

一
九
九
三
年
五
月
二
五
日
決
議

∽
”ヽ
∪
∽
≧
Ю
い
で
あ
る
。
な
お
、
正
式
に
は

「
一
九
九

一
年
以
降
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
領
域
内
で
行
わ
れ
た
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大
な
違
反
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
の
訴
追
の
た
め

の
国
際
裁
判
所
」
と
い
う
。
以
下
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
と
略
称
。
ル
ワ
ン
ダ
国
際
裁
判
所
の
設
立
根
拠
は

一
九
九
四
年

一
一
月
八
日
決
議

∽
”ヽ
Ｕ
∽
ｏヽ
ｏ
い
。

（５
）
国
連
国
際
法
委
員
会
草
案
に
よ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
の
動
き
に
関
し
て
、
条
約
締
結
会
議
ま
で
の
過
程
と
問
題
点
を
検
討
し
た
も
の
と
し

一Ｋ
、　
御
響
え
ば

∽
デ
ロ
いｏＦ
一
「
“
『」
Ч
”
ヽ
∽
①一Ｌ
●
”
暉
鬱
”
●
Ｈ，
一０
『“
”Ｌ
Ｏ
●
”
一
０
■
晏
〕一●
”
〕
〇
〇
“
『［
　̈
∽
Ｏ
ｎ
【ｏ
ｏ
『〓
一ｏ”
【
】めの●
ｏ
の
い
０
い一
一ｏ
一Ｆ
①
∪
一鬱
】９
日
”〓
ｏ

ｏ
ｏ〓
ｏ『①●
ｏｐ
民
ド
９
ハ
苺
ド

』ヽ

ミ

ヽ
嘲
Ｓ
同
専
い
く
ｏ
〕・〓

（８
ｏ
Ｏ
）
ｕ
づ
・ω
ｏ
∞ｌ
ω
ヽ
９

ロ
ー
マ
に
お
け
る
会
議
の
概
要
な
ら
び
に
法
的
問
題
点
に
つ

い
て
は
、
小
和
田
恒

・
芝
原
邦
爾

「
ロ
ー
マ
会
議
を
振
り
返

っ
て
―
国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
に
関
す
る
外
交
会
議
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
一
四
六
号

（
一

九
九
八

・
三

・
一
）
四
―
二
九
頁
。

（６
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
芝
原
邦
爾

「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
」
法
学
教
室

一
九
四
号

（
一
九
六
六

・
一
一
）
七
二
頁
、
鶴
岡
公

二

「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
七
九
号

（
一
九
九
五

。
一
一
。
一
五
）
八
三
―
八
五
頁
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一七
七



二
七
八

（７
）
例
え
ば
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
裁
判
長
は
国
連
加
盟
国
の
代
表
に
通
知
を
送
り
、
そ
の
中
で
身
柄
の
引
渡
に
関
す
る
規
定
は
非
常
に
重
要
で
あ

っ
て
既
存
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
上
の
法
令
や
条
約
を
適
用
し
な
い
よ
う
に

（口
簿

ざ

”
ｕ
鬱
中じ

と
加
盟
国
に
要
請
し
て
い
る
。
＞
ヨ
」
じ

”
①
●
ｏ
詳

Ｒ

一冒
①
日●
一①
『●
”
一【〇
●
”
一
の
可
〓
邦
い●
”
一
［
『́いげ
嘔
●
”
】
』Ｏ
『
一『
〇
ヽ
「
】①
ヽ
〓К
口
”
○
∽】”
く
”̈
　̈
μ
⑬
⑬
卜
。
「
）”
『”
”
『”
り
Ｆ
　
日
、
卜
一　
‘＞
・●
●
①ｌ
ン
〔”
『一
Ｆ
”ヽ
”
Ｏ
∽”
）
】″
Ｑ
（【ｏ
Ｘ
一〇
ｐ
め
の
●
『

『
”
鬱
Ｕ
Ｏ
『
一

Ｑ
Ｃ

一
『
ぴ̈
●
●
”
中

づ
Ｑ
●
，
一

一●
一
①
『
口
”
一
い〇
●
”
【
●
０
ヽ
『

】
）Ｏ

Ｘ
Ｉ
く

ｏ
口
”
ｏ
∽
一”
く
ぃ０

”
“

Ｑ
『
〇
一一

ツ

暉
●

ｏ
『
０
０
α
∽

Ｑ
ρ
Ｃ
い一
”
げ
】
０
，　
』
Ⅳ
（
ν
』
）
卜
』
〃

・　
く
Ｏ
Ｆ
Ｏ
∞
　
（
い
Ｏ
Ｏ
Ｎ
）

・

Ｕ
づ
・０
い
い
Ｉ
Φ
０
０
・

（８
）
今
夏
ロ
ー
マ
で
規
程
が
採
択
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
規
程
の
作
成
の
段
階
で
、
準
備
委
員
会
の
議
論
に
お
い
て
、
国

際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
引
渡
を
、
既
存
の
制
度
と
類
似
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
と
、
こ
の
手
続
は
既
存
の
制
度
と
は
根
本
的

に
性
質
を
異
に
す
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
の
対
立
が
あ
っ
た
。
「
長
逗
が

∽Ｓ
Ｓ

Ｆ
・３
・
り
ｏ
・器
Ｔ
駕
響

採
択
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
は
国
際
刑
事
裁

判
所
と
国
家
の
間
の
引
渡
は

〓
『『のい
計
『
で
あ
り

（第

一
〇
二
条

（
ａ
し
、
国
家
の
引
渡
は

①ｘ
［『”
鮎
中一一０
●
と
規
定
し

（第

一
〇
二
条

（ｂ
し
、
両

者
に
区
別
を
設
け
て
い
る
。
＞

〇ヽ
〇
Ｚ
「

誌
ミ
Ｐ
，
コ
・

（９
）
本
来
、
３
『『①巳
ｑ

（な
い
し

■
”
Ｂ
』①じ

と
は
事
実
上
物
理
的
に
身
柄
を
移
動
す
る
こ
と
を
示
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
の
た
め
の
戦
争
犯

罪
委
員
会

（Ｃ
ュ
８
Ｑ
Ｚ
牌
一ｏ
Ｒ

ヨ
ミ

ｏ
■
日
８

ｏ
ｏ
日
コ
一務
一ｏ
じ

以
来
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用
で
は
な
い
身
柄
の
引
渡
に
つ
い
て
、

∽〓
峙ｏ口
Ｏ
ｑ

（な
い
し

嗜
”房
｛８
）
の
語
が
あ
て
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
国
際
司
法
共
助
と
は
区
別
さ
れ
た
国
際
司
法
協
力
の

一
形
態

と
し
て
の
引
渡
を

∽壕
『の●
Ｏ
ｑ

と
呼
ボ
こ
と
に
す
る
。

（１０
）
戦
争
犯
罪
と
は
、
敵
、
征
服
し
た
国
家
、
ま
た
は
強
制
的
に
占
領
し
た
中
立
国
の
文
民
や
財
産
に
対
し
て
、
交
戦
国
の
機
関
が
行

っ
た
戦
時
国

際
法
規
の
全
て
の
重
大
な
違
反
を
言
う
。
詳
し
く
は
後
述
第
二
章
を
参
照
。

（Ｈ
）

一
定
の
国
内
法
制
度
は
欠
席
裁
判

（一ヽ
いＬ

〓

”ｇ
①ｏ
一【じ

を
許
容
し
、
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
欠
席
裁
判
が
行

わ
れ
た
こ
と
も
あ
る

（例
、
フ
ラ
ン
ス
、
ト
ゥ
ビ
エ
事
件
、
藤
田
久

一
『戦
争
犯
罪
と
は
何
か
』
２

九
九
五

・
岩
波
書
店
）
一
八
八
―

一
八
九
頁
）
。

し
か
し
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
は
欠
席
裁
判
に
は
批
判
が
多
く
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
つ
い
て
議
論
し
た
専
門
家
委
員
会
で
も
否
定
さ
れ

Ｃ
ヽ
３
ｏ
♪

，
Ｎ
じ
、
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
規
程
で
は
出
廷
を
原
則
と
し
て
い
る

（規
程
二
一
条
四
項

（ｄ
）
、
裁
判
所
規
則
第
八
八
条

（Ａ
）
、　
一

∩
）

一
ル
宋
　
（
ｎ
じ

）
。
　
パ
●
『
【ｏ
①

い
の
∽
ｏ
暉
『
①
”
口
魚

”
】ｏ
『
①
●
ｏ
Ｏ
［
ギ
ぃい
諄
崚
●
”
０
）
Ｈ
Ｚ
↓
Ｕ
”
Ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ

「
Ｃ
∽
↓
Ｈｏ
日

「
〇
”

『
Ｏ
卿
〓
口
”
　
く
Ｃ
Ｏ
ｏ
∽
ｒ
＞
く
Ｈ＞
ヽ
［

口́
同

ヨ
ン
、Ｏ
”
因
ＨＺ
０
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『
↓
国
Ｕ

Ｈ
Ｚ
↓
同
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Ｚ
＞
哺
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Ｚ
＞
ｒ

Ｏ
”
目
ｓ
【Ｚ
＞
ｒ

いり
”
Ｈ
口
Ｃ
Ｚ
＞
ｒ
ｏ
”
↓
ロ
ロ

】円
＞
Ｏ
Ｃ
国

（
】
０
０
０
）

い
り
ｏ
・∞
い
―
∞
∞
・

（
‐２

）

Ｃ

ユ

一
の
Ｏ

Ｚ

誅

ざ

い
の
Ｊ
「”
【
０
『
一日

の
∽
Ｏ
ｏ
日

日

一∽
∽
ざ

い

（
Ｃ

Ｚ

選

、ｏ
ｏ
ン

ロ

あ
↓
ｏ
”
く

ｏ
「
↓
国
ｕ

Ｃ

Ｚ
Ｈ↓
門
∪

Ｚ
＞
↓
δ

ｚ
∽
Ｊ

ゞ

”

０
四

〓
ｕ
∽

Ｏ
ｏ
〓
〓
Ｈ∽
曽
ｏ
Ｚ

と

４
∪
↓
目
ｕ

∪
ｕ
く
日
Ｆ
Ｏ
句
〓
【ｕ
Ｚ
↓

Ｏ
「
↓
国
Ｕ

ｒ
＞
ダ

∽ヽ
ｏ
『

司
「
＞
”

（
μ
⑬
卜
∞
）

・
●
ｏ
・ω
Ｏ
ｍ
ｌ
ω
Ｏ
Ｏ

・

（‐３
）
例
え
ば
、　
一
九
四
七
年

∪
８
８
ミ
Ｆ
０
３
ｐ

卜
ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
Ｕ
いヽ
」ヽ

ヽ

お
せヽ

冴ヽ
ミ

、
こ
諄

き
ヽ
ミ
ミ
ざ
ｓ
ミ

い
ｓ
ｓ

６
聡
ａ

（８
卜
じ
・
り
ｏ
・〓
？
〓
Ｎ

一
九
四
八
年

”
①
【
”
ギ
Ｐ
卜
ｓ
ｓ
ヾ
ミ

じ
蛾
”れ
ヽ
「
Ｓ
Ｒ
お
ミ
、
ミ
浮

き
ヽ
ミ
ヽ
き
ｓ
ミ

い
ヽ
ｓ
ｏ
お
ａ

（お
卜
ｅ
）
り
ｏ
・ω
８
１
ω
ｏ
Ｎ
等
。
詳
し
く
は
後
述
第

三
章
参
照
。
な
お
、
中
立
国
の
み
な
ら
ず
、
米
国
も
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
係
す
る
戦
争
犯
罪
人
の
引
渡
を
拒
否
し
た
事
例
が
あ
る
。　
一
九
五
六

年

＞
諄
●
Ｆ
ｏ
ユ
ｏ
メ

国
ｏ
ヽ
Ｐ

（日
ヽ
ｏ
『
・
∽
鰤
ｏ
フ

Ｎ
卜
輌
γ

（
‐４

）

「例
え

ば

、

国

。
い
”
口
［
①
ヽ
鬱
”
ｏ
，
Ｆ

↓
Ｆ
Ｏ
ｒ
”
く

ｏ
〔
Ｚ
”
一
ざ
●
∽
”
●
Ｑ

［
Ｆ
の
「
Ｃ
ユ
∽
Ｆ
Ｂ

の
い
一
ｏ
い
Ｊ
Ｊ
『
０
ユ
ヨ
①
Ｐ

Ｘ
ゞ
ゞ
鴫

』
ｋ
田
一ヽ

い
・
貧

０
ト
ト
ン

ｏ
つ

い
∞
ｌ
ｏ
ｐ

（‐５
）
伽
響
え
ば
¨
ｒ
・０
・
の
『①①●
・
「
２
一̈お
”一
〇
欧
①●
∽①Ｐ
Ｊ
ご
【
０
『一日
①∽
”い
Ｑ
∪
Ｘ
〓
”鮎
一一ざ
Ｐ
ヽ
０
・い
・０
・
く
ｏ
一■
Ｈ
（Ｈｏ
ｏ
Ｎ
）
ｏ
り
』
Ｎ
ｏｌ
ω
ｏ
卜
一
〇
〇〇出
〇
一一げ
①諄
・

・＞
∽
「国
０↓
∽
〇
「
〕円
Ｘ
↓
”
＞
∪
Ｈ↓
ＨＯ
Ｚ
］Ｆ
＞
く́
（Ｈ⑬
⑬
序
）・
り
ｏ
・Ｎ
Ｏ
Ｏｌ
ヽ
Ｎ
Ｏ
・

（‐６
）
引
渡
の
請
求
に
か
か
る
犯
罪
的
行
為
が
、
被
請
求
国
・
請
求
国
双
方
の
国
内
法
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
原
則
で
あ
る
。

詳
し
く
は
後
述
第
二
章
で
検
討
す
る
。

（
”
Ｈ
）

Ｈ
”
“

”
【
Ｑ
■
●
Ｆ
の
ヽ
「
”
ＨＺ
Ｏ
Ｈり
ｒ
Ｕ
の
ｏ
『

り
Ｃ
コ
ｒ
ＨＯ

Ｈ
Ｚ
↓
口
″
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
Ｊ
♂

卜
一
Ｆ

①
鮎
〓
一〇
●

（
【
０
〇
〇
）

ヽ
り
，０
０
日

第

二
章
　
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権

戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
意
義

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「
引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）

二
七
九



二
八
〇

い
か
な
る
犯
罪
に
関
し
て
で
あ
れ
、
身
柄
の
引
渡
は
、
適
切
な
裁
判
権

（一贅
中＆
一ｏ計一ｏ
じ

を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
引
渡
は
、
こ
れ
を
請
求
す
る
国
が
、
請
求
に
か
か
る
犯
罪
に
つ
い
て
有
効
な
裁
判
権
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

そ
こ
で
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
身
柄
の
引
渡
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
も
、
ま
ず
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
帰
属
の
態
様
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

（１
）
戦
争
犯
罪
と
は
、
敵
、
征
服
し
た
国
家
、
ま
た
は
強
制
的
に
占
領
し
た
中
立
国
の
文
民
や
財
産
に
対
し
て
、
交
戦
国
の
機
関
が
行

っ
た
戦
時
国
際
法
規

（】“域

Ｒ

■
”
じ

の
す
べ
て
の
重
大
な
違
反
を
い
う
。
戦
争
犯
罪
の
概
念
は
、
戦
時
国
際
法
規

（武
力
紛
争
法
規
）

の
発
達
に
伴

っ
て
、
変
化

・
拡
大
し
て
き
た
。
戦
時
国
際
法
規
に
は
、
戦
争
そ
の
他
の
武
力
行
使
に
訴
え
る
原
因
そ
の
も
の
を
規
制
す
る

法
規

（』易

“ヽ

げ
①【【暉
日
）
と
、
戦
争
を
構
成
す
る
具
体
的
な
行
為

（戦
争
の
実
施
方
法
）
を
規
制
す
る
法
規

（』房

〓
げ
①】】３

の
二
つ
の

系
譜
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
の
言
■
●
げ
①】ざ
、
交
戦
法
規
に
は
、
敵
対
行
為
の
実
施
に
関
す
る
法
規

（
ヘ
ー
グ
規
則
）
と
戦
争
犠
牲
者
の

保
護
に
関
す
る
法
規

（ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
規
則
）
の
二
種
類
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
ａ
）
前
者
、
す
な
わ
ち
違
法
な
戦
争
を
開
始
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
実
定
法
上
初
め
て
個
人
の
責
任
を
規
定
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ュ
条
約

（
一
九

一
九
年
）
第
二
二
七
条
で
あ
り
、
当
該
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
の
帰
属
先
は
国
際
裁
判
所
で
あ
っ
た
。

（ア
）
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
二
二
七
条
は
、
ホ
ー
エ
ン
ツ
オ
レ
ル
ソ
家
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ー
世
を

「
国
際
道
義
と
条
約
の
神
聖
性
を
害

す
る
最
高
の
犯
罪
」
分
」
「
ｏ日
Ｏ
ｏ欧
①口
８

，
”
”一３
■
●
けｏ日
“一」ｏ
ｏ
Ｌ
日
Ｒ
”【【ｑ
”
●
０
，
①
３
●
ｏ幸
Ч
Ｒ
暉
８
け̈
８
）
に
つ
い
て
糾
弾
し
、
連

合
国

（米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
）
の
裁
判
官
か
ら
な
る
特
別
法
廷
で
処
罰
す
る
と
規
定
し
た
。

（イ
）
と
は
い
え
、
こ
の
条
文
の
採
択
に
到
る
ま
で
は
連
合
国
の
内
部
に
も
見
解
の
対
立
が
あ
っ
た
。
平
和
条
約
に
つ
い
て
議
論
し
た
パ

リ
平
和
会
議
で
設
置
さ
れ
た
戦
争
責
任
委
員
会
の
報
告
で
は
、
当
初
、
戦
争
の
開
始
に
つ
い
て
は
個
人
の
責
任
を
追
及
し
な
い
と
し
な
が



ら
、
他
方
で
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
中
立
を
侵
害
し
た
と
い
う
特
別
な
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
法

（【”
■

２

●
”
けいｏ
雰
）
と

国
際
の
信
義
誠
実

（”
８
一
喘“
手̈
）
に
対
す
る
非
道
な
行
為
で
あ
り
、
会
議
の
正
式
な
非
難
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
戦
争
を
も

た
ら
し
た
行
為
と
そ
の
開
始
に
付
随
し
た
行
為

（特
に
ベ
ル
ギ
ー
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
中
立
違
反
）
を
含
め
て
、
全
体
と
し
て
前
例
の

な
い
問
題
に
際
し
て
、
会
議
と
し
て
は
特
別
な
措
置
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
行
為
の
主
体
に
値
す
る
特
別
な
機
関

（‘
８
一Ｌ

Ｒ
”
”
じ

を

設
立
す
る
の
が
正
し
い
と
結
論
し
た

（報
告
書
第
四
章

（
ａ
）
に
関
す
る
結
論
）
。

さ
ら
に
委
員
会
は

「
重
大
な
戦
争
犯
罪
」

つ
ま
り
、
戦
争
の
法
規
慣
例
と
人
道
の
法

（一”
■
∽
Ｒ

Ｆ
‘
ヨ
”
●
一けじ

違
反
に
つ
い
て
、
通
常

の
国
内
裁
判
所
或
い
は
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
権
に
含
ま
れ
な
い

「
重
大
な
戦
争
犯
罪
」
を
四
種

（
（
ι

捕
虜
収
容
所
で
行
わ
れ
た
残
虐

行
為
な
ど
、
連
合
国
の
軍
人
と
文
民
に
対
す
る
犯
罪
、
（ｂ
）
命
令
を
出
す
上
級
当
局
者
に
よ
る
犯
罪
で
あ

っ
て
、
戦
場
で
行
わ
れ
た
も

の
の
他
、
連
合
国
軍
隊
の
作
戦
行
動
を
害
し
た
も
の
、
（
↓

戦
争
の
法
規
慣
例
の
違
反
を
命
じ
、
ま
た
は
そ
れ
を
防
止
し
な
か

っ
た
軍

。
文
民
当
局

（階
級
の
如
何
を
問
わ
な
い
）
に
よ
る
犯
罪
、
（
ｄ
）
敵
国
に
属
す
る
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
訴
因
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
か

の
交
戦
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
の
性
質
か
ら
見
て
、
国
際
裁
判
所
の
手
続
に
付
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
）
列
挙
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
階
級
を
問
わ
ず
刑
事
責
任
が
生
じ
る
と
し
、
高
等
裁
判
所

（国
【∞
，
↓
【【げ
暉
口
”
じ

の
設
立
を
提
唱
し
た
。

（ウ
）
こ
の
委
員
会
の
報
告
に
対
し
て
は
、
米
国
な
ら
び
に
日
本
が
反
対
し
た
。
報
告
に
付
さ
れ
た
米
国
の
留
保
に
よ
れ
ば
、
反
対
の
理

由
は
特
に
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
に
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①

「
個
人
責
任
」
（委
員
会
報
告
第
三
章
）
に
関
し
て
、
委
員
会
報
告
で
は

国
際
法
廷
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
違
反
を
戦
争
の
法
規
慣
例
と
人
道
の
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
「
人
道
の
法
」
の
違
反
に
つ
い
て

刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
る
の
は
、
国
内
法
上
お
よ
び
国
際
法
上
い
ず
れ
も
未
知
で
あ
り
、
先
例
も
な
い
こ
と
、
ま
た
国
家
元
首
が
、
い
か

な
る
司
法
的
手
続
か
ら
も
免
責
に
な
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
責
任
を
負
う
の
は
他
の
主
権
国
家
に
対
し
て
で
は
な
く
自
国
の
人
民
に

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一



二
八
二

対
し
て
で
あ
る
こ
と
、
②

「
適
切
な
法
廷
の
構
成
と
手
続
」
（委
員
会
報
告
第
四
章
）
に
関
し
て
、
委
員
会
報
告
で
は
と
り
わ
け

「
全
く

前
例
の
な
い
」
（〓

”
日
”
一一ｑ

８

目
「
８
＆
０
ュ
ａ
）
ベ
ル
ギ
ー
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
中
立
を
侵
し
た
違
反
に
つ
い
て
は
特
別
法
廷
こ

そ
が
必
要
だ
と
し
た
が
、
前
例
の
な
い
と
い
う
こ
と
は
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対

す
る
責
任
は
道
義
上
の
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
刑
事
法
上
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
す
る
審
理

・
処
罰
に

関
し
て
は
、
既
存
の
軍
事
委
員
会
な
い
し
は
軍
事
法
廷
が
適
切
な
機
関
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
違
反

を
防
止
し
な
か

っ
た
不
作
為
に
対
し
て
責
任
を
問
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
③
新
し
い
特
別
な
国
際
法
廷
の
設
立
に
関
し
て
は
、
第

一
に

適
用
法
規

（と
り
わ
け
人
道
の
法
）
に
関
し
て
不
明
確
性
が
残
る
こ
と
、
第
二
に
、
国
家
元
首
を
人
的
管
轄
権
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
異

議
を
唱
え
て
い
る
。
日
本
の
代
表
も
、
報
告
に
留
保
を
付
し
、
敵
側
の
個
人
を
戦
争
が
終
わ

っ
た
あ
と
に
交
戦
国
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

高
等
法
廷
が
審
理
す
る
こ
と
は
、
国
際
慣
習
法
の
原
則
か
ら
果
た
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
間
を
示
し
、
さ
ら
に
違
反
を

防
止
し
な
か

っ
た
不
作
為
に
責
任
を
認
め
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
工
）
こ
れ
ら
の
議
論
を
受
け
て
、
結
局
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
は

「
国
際
道
義
と
条
約
の
神
聖
性
を
害
す
る
最
高
の
犯
罪
」
に
つ
い
て

責
任
を
問
う
と
し
、
戦
争
の
法
規
慣
例
や
人
道
の
法
違
反
で
あ
る
と
は
規
定
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
厳
密
に
は
、
戦
争
を
開
始

し
た
こ
と
を

「
国
際
法
違
反
の
犯
罪
」
と
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
二
七
条
は

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
Ⅱ
世
が
亡
命
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
が
、
彼
の
身
柄
の
引
渡
を
拒
否
し
た
の
で
、
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

（ｂ
）
後
者
の
交
戦
法
規

（』雰

〓

げ
』
３

に
関
し
て
は
、
敵
対
行
為
の
実
施
に
関
す
る
法
規

（
ヘ
ー
ダ
規
則
）
と
戦
争
犠
牲
者
の
保
護

に
関
す
る
法
規

（ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
規
則
）
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
を
含
め
て
、
通
常
、
戦
争
の
法
規
慣
例

（ｒ
ヨ
の
”
い
０
８
ｏざ
８
∽

Ｒ

ヨ
賛
）
と
い
う
。
本
来
、
戦
争
犯
罪
と
は
、
こ
の
戦
争
の
法
規
慣
例
の
重
大
な
違
反
の
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

（
↓

第
二
次
世
界
大



戦
後
は
、
さ
ら
に

一
九
四
九
年
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
の
た
め
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の

「
重
大
な
違
反
」
、
（ｄ
）

一
九
四
八
年
集
団
殺
害

に
関
す
る
条
約
で
規
定
さ
れ
る
集
団
殺
害
罪
、
（
↓

さ
ら
に
は

一
九
七
七
年
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
関
す
る
第

一
。
第
二
追
加
議
定
書
に

よ
り
、　
一
層
内
容
が
明
確
に
さ
れ
、
規
制
の
方
法
に
関
し
て
国
際
法
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。
以
下
、
節
を
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

裁
判
権
の
帰
属
先
に
関
す
る
展
開
を
紹
介
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
の
法
的
性
質
を
決
定
す
る
重
要
な

要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
一　
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
す
る
裁
判
権
の
発
展

１
　
国
際
慣
習
法
上
の
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
す
る
裁
判
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（１
）
無
差
別
戦
争
観
の
も
と
で
、
戦
争
自
体
は
違
法
と
は
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
個
々
の
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
、　
一
定
の
禁
止
法
規
が
慣

習
法
上
成
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
禁
止
法
規
は
、
軍
隊
の
行
動
の
指
針
と
し
て
、　
一
定
の
国
内
法
や
軍
隊
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に

規
定
さ
れ
た

（例
、　
一
八
六
三
年
米
国
リ
ー
バ
ー
コ
ー
ド

（ｒ
３
Ｒ

ｏ
ｏ
Ｏ
ｅ
、　
一
八
八
〇
年
万
国
国
際
法
学
会
陸
戦
に
関
す
る
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
。
他
方
、
国
際
条
約
と
し
て

一
定
の
行
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た

（例
、

一
八
五
六
年
パ
リ
宣
言

（海
上
法
の
要
義
を
確
立
す
る
宣
言
）
・
一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ソ
宣
言

（海
戦
法
規
に
関
す
る
宣
言
と
。
さ
ら
に
、

一
八
九
九
年

。
一
九
〇
七
年
ヘ
ー
ダ
平
和
会
議
に
よ

っ
て
、
ヘ
ー
グ
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。
特
に
第
四
条
約
に
付
属
す
る
戦
争
の
法
規
慣

例
に
関
す
る
規
則
は
戦
争
の
法
規
慣
例
の

一
部
を
法
典
化
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
争
の
法
規
慣
例
と
し
て

一
定
の
行
動
が
国
際

法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
高
ま

っ
た
も
の
の
、
禁
止
を
規
制
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
直
ち
に
実
行
行
為
者
の
刑
事
処
罰

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三



二
八
四

と
い
う
方
式
が
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
ａ
）

一
九
世
紀
前
半
ま
で
は
、
今
日
の
戦
争
犯
罪
に
該
当
す
る
行
為
は
各
国
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
そ
の
通
常
の
裁
判
管
轄
に
属
す
る

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
、
と
い
う
。
そ
の
後
、
国
際
条
約
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
種
の

一
般
条
約
が
作
成
さ
れ
る
の
に
伴

っ
て
、

そ
の
違
反
に
つ
い
て
も
各
締
約
国
に
対
し
て
国
際
法
が
個
人
刑
事
責
任
の
追
及
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。

（ｂ
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
害
敵
手
段
の
規
制
に
関
す
る
ヘ
ー
ダ
規
則
と
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
規
則
と
を
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
。

（ｉ
）
害
敵
手
段
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
は
、
各
種
の

一
般
条
約
を
成
立
さ
せ
た
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
通
常

の
国
際
法
上
の
条
約
違
反
に
対
す
る
措
置
が
規
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
条
約
の
違
反
は
国
際
法
上
の
国
家
の
違
法
行
為
で
あ

り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
国
家
の
国
際
責
任
が
生
じ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ

っ
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
上
記
ヘ
ー
グ

条
約

（
一
九
〇
七
年
）
で
は
、
条
約
に
付
属
し
て
採
択
さ
れ
る
規
則
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
金
銭
賠
償
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
り

（第

二
条
）
、
国
家
は
条
約
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
、
自
国
の
国
内
法
で
、
条
約
違
反
と
な
り
う
る
行
為
を

行

っ
た
者
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
も
で
き
た
が
、
国
際
法
上
の

「
義
務
」
の
履
行
と
し
て
、
条
約
が
直
接
個
人
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
負
わ

せ
る
と
い
う
規
定
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
各
国
は
自
国
法

（刑
法

・
軍
法
規

・
軍
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
で
、
条
約
違
反
の
行
為
を
規

定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
違
反
行
為
の
裁
判
権
は
、
当
該
国
家
の
軍
事
法
廷
に
帰
属
す
る
の
が
通
常
で
あ

っ
た
。
交
戦
国
は
、
戦
闘

行
為
が
継
続
中
、
自
国
民
或
い
は
自
国
の
軍
隊
の
手
中
に
落
ち
た
外
国
人
兵
士
に
対
し
て
も
こ
の
裁
判
権
を
行
使
す
る

「
権
能
」
が
慣
習

法
上
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
以
下
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
法
規
の
発
展
が

「
義
務
づ
け
」
の
方
向
に
あ

っ
た
こ
と
と
の
相
違
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
ヘ
ー
グ
法
規
の
違
反
行
為
の
裁
判
権
は
、
自
国
の
国
内
裁
判
所

（軍
事
法
廷
）
に
帰
属
す
る
の
で
、



自
国
の
裁
判
管
轄
を
外
国
人
に
対
し
て
及
ぼ
す
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
は
、
属
地
主
義
の
ほ
か
、
受
動
的
属
人
主
義
或
い
は
保
護
主
義
が

主
張
さ
れ
た
。

（五
）
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
規
則
で
は
、
違
反
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
に
、
個
人
の
刑
事
責
任

を
追
及
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
国
内
法
の
整
備
を
条
約
が
国
家
の

「
義
務
」
と
し
て
規
定
す
る
よ
う
に
な

っ
た

（
一
九
〇
六
年
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
傷
病
者
条
約
第
二
十
八
条
）
。
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
規
則
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
て
、

国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
に
帰
属
さ
せ
、
犯
罪
と
す
べ
き
行
為
を
国
際
条
約
の
規
定
が
示
し
た
の
で
あ
る

（国
際
法
準
拠
の
刑
事
責
任
）
。

（２
）
第

一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
も
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
取
り
扱
い

（
い
か
な
る
行
為
が
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
当
た
る
か

と
い
う
実
体
法
的
問
題
お
よ
び
裁
判
権
を
ど
の
国
に
認
め
る
か
と
い
う
手
続
的
問
題
等
）
が
、
議
論
の
焦
点
と
な

っ
た
。

（
ａ
）
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
第

一
次
大
戦
に
関
す
る
パ
リ
講
和
会
議
で
設
置
さ
れ
た
戦
争
責
任
委
員
会
の
報
告
で
は
、
平
和
条
約
に

お
い
て
、
敵
国
政
府
は
国
内
裁
判
所
と
高
等
裁
判
所

（口
一”
，
↓
【一げ
目
”
じ

の
管
轄
を
承
認
し
、
戦
争
犯
罪
人
を
審
理
の
た
め
に
引
き
渡

す
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
べ
き
だ
と
勧
告
し
た
。
ま
た
、
戦
争
犯
罪
の
定
義
に
関
し
て
は
、
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
三
二
の
諸
行
為
を
戦
争
犯

罪
と
し
て
列
挙
し
、
こ
れ
を
各
国
の
国
内
裁
判
所
の
管
轄
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
。

（ｂ
）
こ
れ
ら
の
勧
告
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
は
、
勧
告
ど
お
り
、
通
常
の
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
ド
イ
ツ
兵
士
に
関
し
て
も
、
連
合
国
の
国
内
軍
事
裁
判
所
が
審
理
す
る
権
限
が
あ
る
と
し
、
ド
イ
ツ
政
府
に
対
し
て
、
自
国
の

刑
事
管
轄
権
を
放
棄
し
て
、
連
合
国
の
要
請
に
従

っ
て
被
告
人
を
連
合
国
側
に
引
き
渡
す
よ
う
に
求
め
た

（第
二
二
八
条
）
。
と
こ
ろ
が
、

ド
イ
ツ
政
府
が
、
引
渡
の
も
た
ら
す
政
治
的
混
乱
と
、
自
国
民
の
引
渡
を
禁
ず
る
憲
法
の
規
定
を
理
由
に
引
渡
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
実

際
の
審
理
は
、
連
合
国
の
国
内
裁
判
所
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
国
内
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
刑
法
と
軍
刑
法
に
基
づ
い
て
行

っ
た
。
た
だ
し
、

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
五



二
八
六

連
合
国
は
自
国
に
よ
る
裁
判
権
を
留
保
し
た
。

（３
）
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
関
す
る
裁
判
権
は
、
連
合
国
が
発
し
た
モ
ス
コ
ー
宣
言

（
一
九
四
三
年

一

〇
月
三
〇
日
）
に
よ
り
、
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
。
連
合
国
は
枢
軸
国
に
対
し
て
戦
争
犯
罪
人
を
処
罰
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
処
罰
の
た
め
に

身
柄
の
引
渡
を
求
め
る
こ
と
を
正
式
に
表
明
し
、
「
残
虐
行
為
や
虐
殺
や
処
刑
に
関
し
て
責
任
あ
る
者
、
お
よ
び
そ
れ
に
参
画
し
た
者
は
、

そ
れ
ら
い
ま
わ
し
い
行
為
が
行
わ
れ
た
国
に
送
り
返
さ
れ
、
解
放
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
国
々
の
法
に
従

っ
て
、
審
理

・
処
罰
を
受
け
る
こ
と
」

お
よ
び

「特
定
の
地
理
的
な
限
定
が
不
可
能
な
主
要
な
戦
争
犯
罪
人
に
つ
い
て
は
、
連
合
国
の
共
同
決
定
に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
る
」
と
表

明
し
、
連
合
国
の
国
内
裁
判
所
に
よ
る
審
理

・
処
罰
と
、
連
合
国
の
共
同
に
よ
る
審
理

・
処
罰

（国
際
軍
事
裁
判
所
）
を
決
定
し
た
の
で

あ
る
。

（
ａ
）
各
国
の
国
内
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
審
理
を
開
始
し
た
。
各
国
の
国
内
法
が
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
の
相
違
を
受
け
て
、
そ
の
実
行
は
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｉ
）
米
国
で
は
、
憲
法
上
、
国
際
慣
習
法

（】”
ヨ

Ｒ

●
”
け中ｏ
房
）
に
違
反
す
る
犯
罪
は
連
邦
議
会
が
構
成
要
件
を
定
め
処
罰
す
る
権
限

を
与
え
ら
れ
て
お
り

（第

一
条
第
八
節
十
項
）
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
も
、
関
連
の
国
内
法
を
制
定
し
て
い
る

（「
陸
海
軍
条
例
」

（＞
『けいｏ
】８

Ｒ

ヨ
鶴
）
）
。
他
方
、
大
統
領
は
最
高
司
令
官

（ｏ
ｏ
８
日
”
り
０
８

〓

ｏ
〓
ｏ
じ

と
し
て

（第
二
条
第
二
節

一
項
）
、
戦
争
犯
罪
人

を
処
罰
す
る
軍
事
委
員
会

（〓
】一い言
長

ｏ
ｏ
日
日
り̈の一〇
じ

を
設
置
す
る
権
限
を
有
す
る
。
議
会
は
、
戦
争
犯
罪
は
軍
事
裁
判
所
で
処
罰
さ

れ
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

（陸
海
軍
条
例
第

一
五
条
）
、
こ
の
大
統
領
の
権
限
を
認
め
て
い
る
。

さ
て
米
国
が
、
戦
争
犯
罪
の
法
的
性
質
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
を
示
す
裁
判
例
が
あ
る
。
軍
事
委
員
会
に
よ
る
審
理
を
不
服
と
し
て
、

米
国
最
高
裁
判
所
に
人
身
保
護
の
請
求

（Ｆ
”
げ
８
ｏ
８
む
〓
）
が
な
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
米
国
最
高
裁
判
所
は
、
軍
事
裁
判
所
や
軍
事



委
員
会
で
審
理

・
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
は
、
国
際
法

（】”
ヨ
Ｒ
い
”
［一ｏ
房
）
で
あ
る
戦
争
法

（中，
■
Ｒ
ヨ
”
じ

上
の
犯
罪

（ｏ
〔ｈｏ
房
８

”
”
”
一３
［

，
①
Ｆ
ヨ

Ｒ

ヨ
ミ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
手
続
は
通
常
の
刑
事
手
続
き
と
は
法
的
性
質
が
異
な
る
。
従

っ
て
、
米
国
国
内
法
上
、

刑
事
被
告
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
保
護
や
証
拠
法
の
ル
ー
ル
の
適
用
は
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る

（国
ｘ
”
鶴
け

０
口
〓
Ｐ

８
お
ヽ
８

９
ｏ
り
ヽ
ｏ
●
・ド出
Ｆ
＞
り
０
】【８
け【ｏ
●
Ｒ

く
＞
〓
＞
∽
目
Ｈ↓
ン

μ
ｏ
卜
ρ

ｏ
ｏ
∽
わ
り
・
●
●
・ω
卜
〇
―
∞
お
し
。
つ
ま
り
国
内
裁
判
所

（軍
事
委
員
会
）
に

よ
る
審
理
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
実
質
的
に
国
際
法
上
の
責
任
を
追
及
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
見
解
で
あ
る
。

（五
）
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
に
該
当
す
る
行
為
は
、
国
内
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
と
観
念
さ

れ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
以
前
、
連
合
国
内
部
に
お
け
る
議
論
で
も
、
戦
争
犯
罪
は
通
常
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
法
的
性
質
が

全
く
異
な
る
と
い
う
意
見
に
反
対
し
、　
一
定
の
国
際
法
上
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
し
た
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
戦
争

犯
罪
は
あ
く
ま
で
も
国
内
法
上
の
普
通
犯
罪
で
あ
る
。
但
し
、
当
該
行
為
は
、
も
し
戦
時
に
行
わ
れ
、
戦
争
の
法
規
慣
例
に
よ

っ
て
違
法

性
が
阻
却
さ
れ
る
な
ら
ば
犯
罪
と
し
て
成
立
し
な
い
と
言
う
点
に
特
徴
が
あ
る
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
戦
争

犯
罪
に
関
す
る
個
人
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
が
、
国
内
法
上
な
ら
び
に
国
際
法
上
違
法
で
あ

っ
て
初
め
て
訴
追
可
能
で
あ
る
と

す
る
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る

（
一
九
四
四
年
八
月
二
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、
第

一
条
）
。

（ｍ
）
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
裁
判
権
の
範
囲
は
国
際
法
の
制
限
に
服
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
外
国
人
を
対
象
と
し
た
り
、
犯
行
地
が
外
国
で
あ

っ
た
場
合
、
自
国
の
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
の
正
当
化
根
拠
に

つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
正
当
化
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
属
地
主
義
、
受
動
的
属
人
主
義
ま
た
は
保
護
主
義
だ

っ
た
が
、
こ

の
他
、
普
遍
主
義
の
適
用
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ

っ
た
。
連
合
国
の
裁
判
所
が
、
外
国
で
行
わ
れ
た
同
盟
国
の

国
籍
を
有
す
る
外
国
人
が
被
害
者
と
な

っ
た
事
件
も
審
理

・
処
罰
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
普
遍
主
義
の
適
用
と
解
釈
す
る
論
者
も
多

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
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二
八
八

い
が
、
訴
追
の
対
象
と
な

っ
た
の
が
旧
枢
軸
国
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
真
の
普
遍
性
に
欠
け
る
と
し
て
、
こ
れ

を
普
遍
主
義
と
は
解
さ
ず
、
拡
大
さ
れ
た
保
護
主
義
と
解
釈
す
る
論
者
も
い
る
。

（ｂ
）
以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
、
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
た
が
、
個
人
の
刑

事
責
任
に
関
し
て
は
、
①
実
体
法
上
確
立
し
て
い
る
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
内
裁
判
所
が
利
用
さ
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
国
際
法
上
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
と
、
②
通
常
で
あ
れ
ば
国
内
法
上
の
犯
罪
が

成
立
す
る
が
、
当
該
行
為
が
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
で
あ
る
と
証
明
で
き
れ
ば
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
当
該
犯
罪
は
実
質
的

に
国
内
法
上
の
犯
罪
で
あ
り
、
個
人
は
国
内
法
上
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
と
す
る
異
な
る
見
解
が
対
立
し
て
き
た
こ
と
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
、
犯
罪
の
容
疑
者
の
身
柄
の
引
渡
に
際
し
て
、
通
常
の
国
内
犯
罪
に
利
用
さ

れ
る
犯
罪
人
引
渡
制
度
を
利
用
す
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
そ
れ
と
は
別
種
の
手
続
を
用
い
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
相

違
に
反
映
し
た
か
ら
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

２
　

一
九
四
九
年
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の

「
重
大
な
違
反
」
Ｃ
『”
お

暉
８
ｏ，
３
）
に
関
す
る
裁
判
権

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
行
為
の
う
ち
、
と
り
わ
け
戦
争
中
に
行
わ
れ
る
非
人
道
的
行
為
の
規
制
に
国
際
的

関
心
が
向
け
ら
れ
、
活
発
な
立
法
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
定
の
行
為
を
禁
止
し
、
そ
の
実
行
者
に
刑
事
的
制
裁
を
科
す
場
合
、

国
内
裁
判
所
に
裁
判
権
を
与
え
る
方
向
が
主
流
に
な

っ
て
行
く
が
、
そ
の
際
に
も
、
当
該
犯
罪
は
国
際
法
が
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

締
約
国
は
国
際
法
上
の
義
務
と
し
て
そ
の
処
罰
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
際
法
準
拠
の
方
向
を
強
め
て
い

っ
た
。



（１
）
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
規
に
関
し
て
は
、　
一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
四
つ
の
条
約

（「戦
地
に
あ
る
軍
隊
の

傷
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
条
約

（第

一
条
約
ご

「海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
病
者

・
難
船
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
条
約

（第
二

条
約
ご

「捕
虜
待
遇
条
約

（第
二
条
約
ご

「戦
地
に
お
け
る
文
民
保
護
に
関
す
る
条
約

（第
四
条
約
ご

（以
下
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
と

略
と

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
内
容
が
明
確
化
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
条
約
は
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
を
目
指
す
た
め
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ

ＺＯ
。（

ａ
）
戦
争
犯
罪
の
処
罰
と
い
う
問
題
に
関
し
て
こ
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
が
持

つ
重
要
な
進
展
は
、
条
約
に
規
定
さ
れ
る
義
務
を
負
う

の
は
、
交
戦
国
で
あ

っ
た
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
締
約
国
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
紛
争
に
対
し
て
中
立
或
い
は
第
二
国

の
立
場
に
あ

っ
た
国
で
も
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
れ
ば
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
戦
争
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
交
戦
国
と
中
立
国

の
利
益
の
差
を
、
条
約
の
重
大
な
違
反
に
つ
い
て
は
解
消
し
、
重
大
な
違
反
を
行

っ
た
者
は
必
ず
審
理

・
処
罰
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
を
作

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（ｂ
）
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
は
、　
一
定
の
行
為
を

「
重
大
な
違
反
」
と
し
て
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
関
し
て
は
、
国
内
法
上

の
犯
罪
と
し
、
そ
の
犯
罪
に
対
応
す
る
刑
罰
を
定
め
る
立
法
義
務
を
締
約
国
に
負
わ
せ
て
い
る

（第

一
条
約
四
九

・
五
〇
条
、
第
二
条
約

五
〇

・
五

一
条
、
第
二
条
約

一
二
九

・
一
三
〇
条
、
第
四
条
約

一
四
六

。
一
四
七
条
）
。

（
ｃ
）
さ
ら
に
、
「
各
締
約
国
は
、
前
記
の
重
大
な
違
反
行
為
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
を
命
じ
た
疑
の
あ
る
も
の
を
捜
査
す
る
義
務
を

負
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
者
の
国
籍
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
自
国
の
裁
判
所
に
対
し
て
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規

定
し
て
い
る

（同
上
）
。
締
約
国
は
、
犯
行
地
や
犯
人
の
国
籍
に
拘
わ
ら
ず
自
国
の
法
令
を
適
用
す
る
根
拠
を
整
備
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
ら
れ
た
。
つ
ま
リ
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の
重
大
な
違
反
に
関
す
る
裁
判
権
は
、
普
遍
主
義
に
基
づ
い
て
外
国
人
の
国
外
犯
に
対
し
て
も
、

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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二
九
〇

そ
の
設
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

３
　

一
九
七
七
年
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書

（第

一
議
定
書
）
（以
下
、
追
加
第

一
議
定
書
と
略
）
に
お
け
る

「
重
大
な

違
反
」
Ｆ
『“
お

ギ
８
３
８
）
に
関
す
る
裁
判
権

（１
）
追
加
第

一
議
定
書
の
裁
判
権
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
を
踏
襲
し
て
い
る

（第
八
五
条
第

一
項
）
。

（２
）
他
方
、
追
加
第

一
議
定
書
で
は
、
条
約
の
重
大
な
違
反
に
関
し
て
、
幾

つ
か
の
新
し
い
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
「
重
大
な

違
反
」
の
対
象
を
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
九
四
九
年
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
が
、
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
法
規
の
違
反
の
み
を
扱

っ
た

の
に
対
し
て
、
追
加
第

一
議
定
書
で
は
、
ヘ
ー
ダ
法
規
も
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
追
加
議
定
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
ヘ
ー
ダ
法
規
は

一

八
九
九
年

。
一
九
〇
七
年
ヘ
ー
ダ
条
約
な
ら
び
に
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
憲
章
に
起
源
を
持
ち
、
全
く
新
規
な
内
容
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
が

条
約
の
重
大
な
違
反
と
し
て
、
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
が
規
律
す
る
統
制
の
枠
組
み
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
。法

規
を
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
、

引
き
渡
さ
な
い
場
合
に
は
自
国
の
公
訴
の
対
象
と
す
べ
き
制
度
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
戦
争
の
法
規
慣
例
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
多
数
国
間
条
約
の
対
象
と
な
り
、
内
容
の
特
定

・
明
確
化
が

進
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
多
数
国
間
条
約
で
は
、
条
約
が
規
制
の
対
象
と
す
る
国
際
法
上
の
犯
罪
を
各
国
の
国
内
法
上
の
犯
罪
と
す
る
よ
う

に
義
務
づ
け
、
審
理

・
処
罰
に
関
し
て
は
裁
判
権
を
締
約
国
の
国
内
裁
判
所
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

の
こ
と
は
、
容
疑
者
の
引
渡
に
関
し
て
は
、
通
常
の
国
内
法
上
の
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
適
用
が
前
提
と
な
る
こ
と
を

示
す
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
引
渡
に
関
し
て
条
約
ご
と
に

一
定
の
規
定
を
用
意
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
詳
し
く

検
討
す
る
。



〓
一　
人
道
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
裁
判
権

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
軍
事
裁
判
所
の
訴
因
の

一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
た

「
人
道
に
対
す
る
罪
」
↑
一
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁

判
所
条
例
六
条

ｃ
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
五
条

ハ
）
に
つ
い
て
は
、
条
約
に
よ

っ
て
内
容
を
特
定
化
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た
。
中

で
も
、
次
の

一
九
四
八
年

「
集
団
殺
害
罪
の
防
止
お
よ
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
」
（以
下
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
と
略
）
は
重
要
で
あ
る
。

（
ａ
）
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
行

っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
迫
害
に
関
連
し
て
、　
一
つ
の
民
族
集
団
を
絶
滅
さ
せ
る

よ
う
な
行
為

（ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）
は

一
国
に
と

っ
て
脅
威
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
を
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
多
数
国
間
条
約
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な

っ
た
。
そ
れ
が
、　
一
九
四
八
年
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約

で
あ
る
。
こ
の
条
約
で
は
、
ま
ず
集
団
殺
害
と
い
う
行
為
は
、
「
平
時
に
行
わ
れ
る
か
戦
時
に
行
わ
れ
る
か
を
問
わ
ず
」
国
際
法
上
の
犯

罪
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

（第

一
条
）
、
条
約
目
的
で
あ
る
集
団
殺
害
の
防
止
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
体
制
を
作

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
第

一
に
、
各
締
約
国
に
対
し
て
違
反
を
処
罰
す
る
国
内
法
を
立
法
す
る
よ
う
に
命
じ

（第
五
条
）
、
集
団
殺
害
を
各
締
約
国
の
国
内
法

上
の
犯
罪
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
上
で
、
第
二
に
、
犯
行
地

（属
地
主
義
）
と
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
犯
罪
に
関
す

る
裁
判
権
を
与
え
て
い
る

（第
六
条
）
。

（ｂ
）
こ
れ
を
受
け
て
加
盟
国
は
国
内
法
を
整
備
し
、
自
国
で
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合
に
自
国
の
裁
判
所
で
集
団
殺
害
罪
を
審
理

・
処
罰

で
き
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
第
六
条
に
規
定
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
集
団
殺
害
罪
は
各
締
約
国
の
国
内

法
に
よ

っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
と
は
異
な
り
、
普
遍
主
義
の
適
用
は
否
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
権
を
持

つ
の
は
、
犯
行
地
の
国
内
裁
判
所
と

（裁
判
権
を
受
諾
し
た
国
家
間
で
は
）
国

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
一



二
九
二

際
刑
事
裁
判
所
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
四
条
約

・
追
加
議
定
書
と
は
異
な
り
、
犯
行
地
の
国
内
裁
判
所
の
裁
判

権
と
国
際
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
権
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
し
て

「専
属
的
」
裁
判
権
を
持

つ
国
際
刑
事
裁
判
所
は
長

ら
く
設
立
さ
れ
な
か

っ
た
が
、　
一
九
九
二
年
に
設
立
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
、
そ
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と

し
た

（第
四
条
）
。
ュ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
設
立
を
ひ
と

つ
の
き

っ
か
け
と
し
て
、
国
際
犯
罪
の
容
疑
者
の
引
渡
の
法
的
性
質
に
関
し
て

議
論
が
高
ま

っ
て
い
る
の
は
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
に
対
す
る
引
渡
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
後

述
第
四
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
関
す
る
裁
判
権

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
現
在
、
国
際
法
上
の
個
人
の
刑
事
責
任
も
、
当
該
国
際
法
規
範
を
受
容
し
た
国
内
法
に
よ

っ
て
、
そ

の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な

っ
て
い
る
。
但
し
、
違
法
な
戦
争
を
開
始
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
個
人
の
刑
事
責
任
を
問
う

「
平

和
に
対
す
る
罪
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
裁
判
所
の
裁
判
権
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が

一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
。

１
　
平
和
に
対
す
る
罪
と
は
、
「
す
な
わ
ち
、
侵
略
戦
争
、
若
し
く
は
国
際
法
、
条
約
、
協
定
ま
た
は
保
証
に
違
反
し
た
戦
争
の
計
画
、

準
備
、
開
始
、
ま
た
は
実
行
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
諸
行
為
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
の
共
通
の
計
画
ま
た
は
共
同
謀
議

へ
の
参
加
」

を
い
う

（
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
憲
章
六
条

ａ
・
極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
五
条
イ
）
。
第

二
次
世
界
大
戦
終
了
時
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
日
本
の

指
導
者
達
が
国
際
軍
事
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
訴
因
の

一
つ
で
あ
る
。



２
　
こ
の
よ
う
な

甘
ｏ
”
０
げ
①中ご
日

に
関
す
る
個
人
の
国
際
法
上
の
刑
事
責
任
の
観
念
は
、
す
で
に
述
べ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
二

七
条
に
表
れ
て
い
る
が
、
実
定
法
上
、
こ
の
犯
罪
に
関
し
て
個
人
が
訴
追
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
軍
事
裁
判

（
ニ
ュ

ル
ソ
ベ
ル
グ
裁
判
と
極
東
軍
事
裁
判
）
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
憲
章
六
条
に
言
う

「
国
際
法
、
条
約
、
協
定
又
は
保
証
」

に
は
不
戦
条
約

（
一
九
二
八
年
）
や
国
際
聯
盟
規
約
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
文
で
は
個
人
の
刑
事
責
任
は
規
定
し
て
い

な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
点
、
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
憲
章
と
極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
は
創
設
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

３
　
そ
の
後
、
国
際
軍
事
裁
判
所
に
よ
る
審
理
が
罪
刑
法
定
主
義
や
事
後
法
の
禁
止
に
違
反
す
る
と
の
批
判
が
強
く
な
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
連
で
は
、
ま
ず
、
国
連
総
会
に
お
い
て
平
和
に
対
す
る
罪
を

一
九
四
九

年
に

「
ニ
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
規
則
」
と
し
て

一
般
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
承
認
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
に
は
国
際
法
委
員
会
が

「
ニ

ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
諸
原
則
」
を
作
成
し
、
国
際
軍
事
裁
判
所
の
二
つ
の
訴
因

（「戦
争
犯
罪
」
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
「平
和
に
対
す
る
罪
し

を
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
と
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
国
際
法
委
員
会
は
、
当
該
犯
罪
を
国
際
法
違
反
の
犯
罪
と
し
て

（「
人
類
の
平
和

と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
し

法
典
化
す
る
試
み
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の

「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
」
に
関
す
る
裁
判
権
の
帰
属

先
と
し
て
は
、
常
設
的
国
際
刑
事
裁
判
所
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
関
し
て
は
、
国
内
裁
判
所
の
裁
判
権
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
通
常
の
犯
罪

人
引
渡
制
度
の
利
用
は
妥
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
国
際
犯
罪
に
関
し
て
は
、
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
は
法
的
性
質
を

異
に
す
る
引
渡
概
念

（〓
『【①●
計
じ

が
成
立
す
る
と
言
え
る
。
た
だ
し

「侵
略
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
要
件
や
責
任
の
範
囲

な
ど
実
体
法
上
の
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「
引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）

二
九
二
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九
四
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Ｆ
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（
ｍ
ｗ
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〓
ド
●
∽
‐
口
ご
い●
■
ｏ
Ｆ

〕
①
の
ｏ
Ｆ
０
０
岸
ゝ
ｄ
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『
０
『
キ
巨
０
∽
Ｆ

河
・
ω
ｏ
『
●
Ｆ
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ヽ
０
一

（ｏ
Ｑ
・げ
ヽ
ン

∞

∪
Ｚ
Ｏ
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ｏ
Ｆ
Ｏ
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∪
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〇
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ｒ
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Ｈ
Ｚ
↓
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”
Ｚ
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ＨＯ
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ｒ

ｒ
＞
ヨ
　
（
〓
ｏ
∞
い
ン

リ
・い
０
ド
・

（２０
）
山
本

。
前
掲
注

（１
）
九
六
―
九
七
頁
。

（
［
ａ
）

Ｏ
Ｑ
Ｂ
員
〕
お

∽
い
ｏ
●

ｏ
●

一
Ｆ
①

”

①
の
ｏ
ｏ
Ｄ
∽
ぃげ
〓
〓
Ч

Ｏ
』

一
Ｆ
①

卜
・」
一
Ｆ
ｏ
『
∽

ｏ
い

け
Ｆ
①

´
刊
”
『

”
●
Ｑ

Ｏ
●

Ｕ
●
』
ｏ
『
ｏ
●
Ｂ

Ｏ
●
一

〇
』

「
①
●
”
〓
一①
Ｐ

”

①
り
ｏ
『
一

”
喘
①
∽
①
●
け
①
Ｑ

一
〇

一
Ｆ
①

”
『ｏ
Ｆ
Ｂ
い●
ミ
Ч
”
①
”
ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
●
』①
『①
●
Ｏ
ｐ
７
ｎ”
『ｏ
Ｆ
Ｎ
Ｐ

Ｈ
Ｏ
Ｈ
Ｐ

オヽ
ヽ
、
い
。
く
ｏ
【■
ド
（日
ｏ
Ｎ
ｏ
ン
●
ｕ
ｂ
輌
‐
ド”
，

（２２
）
』
ヽ
こ
り
甲
」
い
ヽ
ｌ
μ
ｏ
■

（２３
）
』
計

ｏ
つ
い
０
」―
ド
０
ド

（２４
）
山
本

。
前
掲
注

（１
）

一
〇
七
頁
。

（２５
）
オ
ラ
ン
ダ
の
引
渡
拒
否
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第

一
に
オ
ラ
ン
ダ
は
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
当
事
国
で
は
な
い
こ
と
、
第
二
に

連
合
国
の
高
邁
な
国
際
政
策
に
関
与
す
べ
き
国
際
的
義
務
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
、
第
三
に
国
際
連
盟
が
事
実
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
国
際
的

な
機
関
を
設
立
し
た
場
合
は
協
力
す
る
こ
と
、
第
四
に
オ
ラ
ン
ダ
は
伝
統
的
に
国
際
紛
争
の
敗
北
者
に
対
す
る
庇
護
国
で
あ

っ
た
こ
と
を
あ
げ
た
。

Ｃ
Ｚ
Ｊ
「０
０
，
３
Ｓ
Ｓ

（Ｐ
日
じ
・
ｏ
フ
Ｎ
卜
ｏ
ｌ
い
卜
や

（２６
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）
九
〇
頁
。
守
∽３
８
Ｆ

∽ミ
ミ

曾
・８
ン
フ
Ｎ
ｏ
や

横
田
喜
三
郎

『
戦
争
犯
罪
論
』
貧

九
四
七

・
有
斐
閣
）

一
―

一
三
頁
。

但
し
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
全
て
が
個
人
の
刑
事
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
戦
争
犯
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、　
一
定
の
重
大

性
を
持

つ
も
の
だ
け
が
、
戦
争
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ジ

ェ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
は
こ
の
区
別
を
重
大
な
違
反
と
い
う

概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
確
化
し
た
。
甲
く
・＞
・
”
ｏ‥一〓
”

↓
，
①
ｒ
”
ヨ

魚

ヨ
彗

”
●
Ｑ
諄
①
ｚ
”
一いｏ
●
Ｌ

「
ヨ
一ａ
【ｏ
一一ｏ
●
９
●
８

一
０
卜
Ｐ

詢
町
Ｏ
ｏ
問
ヽ
い
じ
詢
∽
Ｑ
Ｏ
い
月
∽
・
↓
ｏ
日
①
μ
ｏ
ｏ
ｌ
目

（〓
Φ
Ｏ
ｏ
ン
づ
フ
∞
卜
ｏ
ｌ
∞
ト
リ

（２７
）
西
欧
の
中
世
で
は
、
国
家
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
戦
争
を
合
法
的
に
お
こ
な
い
得
る
か
と
い
う

「
正
戦
論
」
が
盛
ん
で
あ
り
、
言
∽
ａ

σ
①
【ご
日

が
議
論
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
国
家
の
主
権
が
強
調
さ
れ
る
に
と
も
な
い
、
戦
争
は
、
国
家
間
の
全
面
的
な
闘
争
で
あ
り
、
ま



た
相
手
国
の
違
法
行
為
に
対
す
る
制
裁
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
、
戦
争
に
訴
え
る
と
い
う
国
家
行
為
自
体
を
規
制
す
る
実
定
法
上
の
根
拠
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。
無
差
別
戦
争
観
の
も
と
、
当
時
の

一
般
国
際
法
上
、
法
の
適
用
の
前
提
と
し
て
平
時
と
戦
時
が
区
別
さ
れ
、
戦
時
に
関
し
て
は

戦
争
の

「
原
因
」
よ
り
も
そ
の

「
し
か
た
」
す
な
わ
ち
交
戦
法
規
の
整
備
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
交
戦
法
規
は
、
戦
時
に
お

け
る
交
戦
者
間
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
交
戦
者
の
資
格
、
捕
虜
が
受
け
る
待
遇
と
は
何
か
、
決
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
害
敵
手

段
と
は
何
か
、
な
ど
そ
の
他
戦
争
に
伴
う
基
本
的
な
ル
ー
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
き
わ
め
て
古
く
か
ら
、
戦
争
と
い
う
も
の
に
内
在
す
る
惨
害
を
極

力
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ル
ー
ル
は
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
慣
行
を
通
じ
て
、　
一
定
の
法
規
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
実
定
国
際
法
規
の
発
達
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
し
だ
い
に
戦
争
の
法
規
慣
例

（】”■
∽
”●
Ｑ
８
∽ざ
日
∽
Ｒ

■
”じ

と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
っ
た
。
田
畑
茂
二
郎

『
国
際
法
Ｉ
』
（新
版
）
■

九
七
三

・
有
斐
閣
）

一
七
―

一
九
、
四
四
頁
。
横
田

・
前
掲
注

（２６
）
五
〇
―
五

一
頁
。

石
本
泰
雄

「
国
際
法
の
構
造
転
換
」
『
国
際
法
の
構
造
転
換
』
２

九
九
八

・
有
信
堂
）
三
―
四
頁
。

（２８
）
こ
の
法
典
は
、
南
北
戦
争

（
一
八
六

一
―

一
八
六
五
）
の
際
、
軍
の
規
律
を
指
示
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の

（
一
人

六
三
年
四
月
二
四
日
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
に
よ
る
法
令
第

一
〇
〇
号
）
で
あ
る
が
、
交
戦
者
の
守
る
べ
き
　
・
慣
習
法
上
の
ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た
も

の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
占
領
地
で
の
軍
事
裁
判
権
の
根
拠

（
一
三
条
）
や
敵
側
の
住
民
に
対
す
る
恣
意
的
な
暴
力
は
兵
士
が
属
す
る

国
の
刑
法
上
の
犯
罪
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

（四
四
、
四
七
条
）
等
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
戦
争
の
法
規
慣
例
違
反
の
行
為
は
、
軍

隊
の
規
律
を
乱
す
も
の
で
あ

っ
て
、
国
内
法
に
対
す
る
違
反
行
為
で
あ
り
、
ま
た
実
行
行
為
者
で
あ
る
個
人

（自
国
民
）
は
、
国
内
法
上
の
制
裁

を
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
条
文
は

∪
いの一『一多

∽
ｏＦ
一ユ
一Ｑ

”●
２
〕〓

↓
ｏ
ヨ
”
●
↑
針
・げ
じ
）
↓
目

ｒ
＞
■
∽
ｏ
『
＞
”
〓
ｕ
∪
Ｏ
ｏ
２
Ｆ
Ｈｏ
コ

０
３
０
・

●
Ｕ
・∞Ｉ
Ｎ
∞
・

（％″）
」ぼ
Ｆ
）
ｏ
鬱
・∞
い―
卜
∞

（ｍの
）
ｂ
卜
・
●
●
・Ｎ
∞
ＮＩ
『
０
０
・

（“Я
）
懸
卜
）
も
り
・∞
卜
ωｌ
∞
伽
〇
・

（３２
）
へ
‐
グ
条
約
は
、
戦
争
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
慣
習
法
を
宣
言
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
、
実
際
に
起
こ
り
う
る
あ
ら
ゆ
る

状
況
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
規
則
は
網
羅
的
で
は
な
い
の
で
、
規
律
が
及
ん
で
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
な
お
慣
習
法
が
妥

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）

二
九
五



二
九
六

当
す
る
と
し
、
慣
習
法
の
法
源
と
し
て

「
人
民
及
ビ
交
戦
者
ガ
依
然
文
明
国
ノ
間
二
存
立
ス
ル
慣
習
、
人
道
ノ
法
則
及
ビ
公
共
良
心
ノ
要
求
ヨ
リ

生
ズ
ル
国
際
法
ノ
原
則
ノ
保
護
及
ビ
支
配
ノ
モ
ト
ニ
立
ツ
コ
ト
ヲ
確
認
」
し
て
い
る

（
マ
ル
テ
ン
ス
条
項

Ｑ
の
〓
”【一８
マ
ｏ一”誘
３
。
ｒ
ｏ

ｏ
『８
Ｐ

弓
国
日
Ｏ
ｏ
Ｚ
↓
ｕ
〓
「
ｏ
Ｆ
囁
く
ぃ
＞
ヨ
ｏ
『
＞
”
〓
ｕ
∪
Ｏ
ｏ
Ｚ
Ｐ
Ｈｏ↓
貧
８
じ
）
ｕ
●
・〓
占
や

な
お
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
が
戦
闘
行
為
に
関
す
る
法
規
を
直
接
に

創
設
す
る
法
源
と
み
な
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
反
対
論
が
あ
る
。
”
ｏ〓Ｈ【●
”
∽ミ
ミ

↑
・８
ン
ｕ
●
・ω
８
占
ｕ
や

（３３
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）
九
〇
頁
。

（３４
）
た
だ
し
、
前
述
の
条
約
に
付
属
す
る
規
則

（陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
規
則
）
は
休
戦
協
定
を
故
意
に
破
棄
す
る
こ
と
な
ら
び
に
歴
史
的
芸

術
的
価
値
を
有
す
る
建
築
物
を
故
意
に
破
壊
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
実
行
者
の
刑
事
責
任
を
規
定
し
て
い
る

（四

一
・
五
六
条
）
。

（３５
）
∽
Ｆ
のこ
ｏ
●
〇
ご
①ｏＦ
”
Ч
Ｊ
Ｊ
詳
↓
喘♂
鰤
口
』
∽
，
”】〕
Ｊ
「”『
〇
｛お
い
Ｑ
のあ
”
①
弓
【一のヽ
が
い
て
哺
ｂ
Ｆ
ｅ
ミ
ミ
い
ヽ
ｓ
ヽ
ヽ
お
ミ
貧
０卜
ＮＩ
一０
卜
じ
）り
，
Ｈｏ
ｏ
ωｌ
ドＯ
Ｎ
や

な
お
、
か
つ
て
は
戦
闘
行
為
が
終
了
す
る
と
当
該
軍
事
法
廷
も
終
了
し
て
い
た
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
以
来
、
戦
闘
行
為
終
了
後
の
裁
判
が
間

題
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
％
じ
　
Ｏ
ｏ
ｏ
喘
ｍ
∽
ｏ
Ｆ
超
●
『
い
ｏ
い
げ
①
【
”
①
炉

哺
，
①
”
『
ｏ
ぴ
一Ｑ
Ｂ

Ｏ
』
”
●
Ｈ
●
一
①
『
●
”
Ｌ
Ｏ
●
”
【
Ｏ
Ｌ
量
】一●
”
一
ｒ
”
ヨ
♂
６
Ｓ
摂
ヽ
ｓ
ヽ
い
鑽
ヽ
き
顧
さ
い
や
ミ
ら
く
ｏ
】
“

（
ド
０
い
ｏ
ン

鬱
鬱
』
ｏ
ｏ
‐
Ｎ
ヾ
〇
‥
・

”
０
中一●
”
ヽ
いこ
ミ

（●
・Ｎ
ｅ
・
●
フ
〓
い
―
田
ド

第
二
次
世
界
大
戦
後
締
結
さ
れ
た
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
条
約

（
一
九
五
四
）
Ｃ
卜
⑭

ｄ
２
・り
９
Ｎ
卜
ｏ
）
で
も
、
違
反
者
の
裁
判
は
既
存
の
国
内
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
、
国
際
法
に
よ
る
新
た
な
義
務
づ
け
は
行
っ
て

い
な
い

（二
八
条
）
。

（３７
）

一
九
〇
六
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
傷
病
者
条
約
に
お
い
て
、
締
約
国
は
、
自
国
の
軍
刑
法
が
不
十
分
な
場
合
、
戦
時
に
お
け
る
軍
隊
の
傷
病
者
に
対
す

る
略
奪
や
虐
待
行
為
に
関
し
て
、
抑
制
し
、
実
行
行
為
者
を
処
罰
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
、
或
い
は
と
る
よ
う
に
立
法
府
に
勧

告
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た

（第
二
八
条
）
。
同
種
の
条
約
と
し
て
、
例
え
ば

一
九
〇
七
年
赤
十
字
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
ヘ
ー
ダ
条
約

（第
二
一
条
ヽ

（３８
）
Ｏ
ｏヨ
ヨ
中口
〕ｏ●
ｏ●
多
①
澤
①∽づ
ｏ●
∽中匡
ｒ【けて
Ｒ
壽
①
＞
〓
Ｆ
ｏあ
ｏ』
，
ｏ
量
「腱

”●
２
ｏ●
∪
●
ま
」ｏｏ日
のュ

Ｒ
「
①●
隆
け中ｏＰ
惣
も
ミ

（Ｐ
Ｎ
じ
ヽ
ｏ
や
０
い―
日Ｎ
９

（３９
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）
九
三
―
九
四
頁
。
”
①日
い”
い易
Ｎ
Ｗ
①『圏
８
Ｆ

ョ
畔

ｏ
■
日
８
¨
目
いの一Ｒ
Ч
”
●
鮮
∪
①』いい
一̈いＯ
Ｐ

〓
・多
・
∪
３
∽一ｏ」
い
く
く
「
・

］名
”
●
Ｑ
”

（
０
０
∽
・
ぴ
く
）

】
【

」Ｐ

、「
″
”
＞
↓
】
∽
∪

Ｏ
Ｚ

Ｈ
Ｚ
↓
Ｕ
”
Ｚ
＞
↓
Ｈ
Ｏ
Ｚ
＞
ｒ

Ｏ
”
Ｈ
〓

Ｈ
Ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
Ｊ
「

（
μ
ｏ
Ｎ
ω
）

）
ｏ
り
。い
Ｏ
Ｎ
Ｉ
い
Ｏ
Ｏ

・



（４０
）
リ
ス
ト
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
殺
人
と
虐
殺
、
組
織
的
な
テ
ロ
。
人
質
の
殺
害

・
文
民
の
拷
問

・
故
意
に
文
民
を
飢
餓

状
態
に
お
く
こ
と

・
強
姦

・
強
制
売
春
の
た
め
の
少
女
と
婦
人
の
誘
拐

・
文
民
の
強
制
送
還

・
非
人
道
的
な
環
境
の
も
と
で
の
文
民
の
抑
留

・
軍

事
的
作
戦
に
関
連
し
た
文
民
の
強
制
労
働

・
軍
事
占
領
中
の
主
権
の
強
奪

・
占
領
地
域
で
の
強
制
的
な
徴
兵

・
占
領
地
域
の
文
民
の
国
籍
の
剥
奪

・
略
奪

・
財
産
の
没
収

・
不
法
或
い
は
法
外
な
寄
付
と
徴
用
の
不
法
請
求

・
貨
幣
の
価
値
の
引
き
下
げ
と
偽
造
紙
幣
の
発
行

・
集
団
的
刑
罰

・
節

度
を
越
え
た
財
産
の
破
壊

・
非
防
守
地
域
へ
の
爆
撃

・
宗
教
的
、
教
育
的
建
造
物
に
対
す
る
節
度
を
越
え
た
破
壊

・
警
告
な
し
の
商
船
の
破
壊

・

漁
業
船
舶
と
救
助
船
の
破
壊

・
病
院
へ
の
爆
撃

・
病
院
船
に
対
す
る
攻
撃

。
そ
の
他
の
赤
十
字
規
則
の
違
反

・
有
害
或
い
は
窒
素
性
ガ
ス
の
使
用

・
破
裂
性
爆
薬
の
使
用

・
助
命
嘆
願
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と

・
傷
病
者
と
捕
虜
の
虐
待

・
捕
虜
の
労
働
力
の
不
正
使
用

・
休
戦
旗
の
誤
用

・
井
戸

に
毒
を
投
入
す
る
事
。

（
４‐

）

，

国
・
国
器

だ
く
Ｒ

一
Ｆ

∪
Ｈｏ
房

↓
ｏ
「

フ

↓
国
”
ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
Ｆ

ｒ
＞
ヨ
）
く
多

く
Ｈ

貧

程

３

，
鬱
り
。Ｎ
Ｓ

出

∞
９

こ

の

よ

う

な

政

治

的

理

由

の

他

、

ド

イ

ツ
側

が

自

国
民
の
引
渡
を
命
じ
る
規
定
は
国
際
法
な
ら
び
に
法
の

一
般
原
則
に
違
反
す
る
と
強
く
申
し
立
て
た
こ
と
も
こ
の
条
文
が
履
行
さ
れ
な
か

っ
た
原

因
の

一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
〓
・
Ｏ
Ｆ
Ｒ
〓
”
お
∽一ｏｃ
●
Ｆ
↓
Ｆ
の
Ｃ
Ｌ
一①Ｑ
Ｚ
”一一ｏ
房

Ｏ
ｏ
日
ヨ
一∽∽一ｏ
●
Ｒ

”
ｘ
づ
Ｑ
お

”
∽一”げ
牙
，
①Ｏ
「
日
の“
”
ユ

ざ

∽
ｏｏ」
〓
一く
０
０
ｏ
い
２
】
”
①のｏ
一Ｃ
一一〇口
Ｎ
∞
〇
（ＰＯ
Ｏ
Ｄ
ン
ト
・ヽ
い
い
。
く
ｏ
一・∞
∞
（ＨＯ
Ｏ
ト
ン
●
Ｕ
・べ
∞
トー
「
∞
が
″俊
伏
雄
弟
一一三
早
か
去
参
昭
〔。

（４２
）
こ
の
宣
言
は
、
イ
タ
リ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
並
び
に
ド
イ
ツ
の
残
虐
行
為
に
関
す
る
宣
言
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
卜
ヽ
ヽ
い

∽
ミヽ
ヽ
お
ミ
ミ
ヽ

く
ｏｒ
ω
∞　
（い０
ト
ト
）
・
ｏ
Ｕ
・〇―
∞
・

（４３
）
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
ロ
ン
ド
ン
協
定

。
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章

（以
下
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
軍
事
裁
判
所
条
例
と
略
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

Ｓ
ヽ

、
ぃ

∽
ミ
は
ゃ
ミ

ミヽ

く
β
８

（３
卜
切
）
・
ｕ
●
・Ｎ
い
占ヽ
０
卜
）
、
日
本
に
つ
い
て
は
極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
国
際
軍
事
裁
判
所
の

訴
因
は

「
平
和
に
対
す
る
罪
」
↑
一
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
軍
事
裁
判
所
条
例
六
条

ａ
、
極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
五
条
イ
）
「人
道
に
対
す
る
罪
」
↑
一
ュ
ル

ソ
ベ
ル
グ
軍
事
裁
判
所
条
例
六
条

ｃ
、
極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
五
条
ハ
）
「
通
例
の
戦
争
犯
罪
」
↑
一
ュ
ル
ソ
ベ
ル
グ
軍
事
裁
判
所
条
例
六
条
ｂ
、

極
東
軍
事
裁
判
所
条
例
五
条
口
）
で
あ
り
、
個
人
が
国
際
裁
判
所
で
直
接
審
理

・
処
罰
さ
れ
た
の
で
、
学
説
上
、
こ
れ
ら
三
つ
の
犯
罪
は

「
国
際

法
違
反
の
犯
罪
」
↑
Ｌ
ヨ
①
””
，
い屋
一
一●
一のご
”一一〇
口
巴
ご
１
≧
ｏ‥〕ド
の■『Ｒ
Ｆ
一一い多
①
∪
①中一だ
け

く
ｏ
●
Ｆ
一
いく
一０
口
８
）
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
関

し
て
は
、
従
来
の
内
国
刑
法
の
適
用
準
則
と
は
無
関
係
に
直
接
国
際
法
に
基
づ
い
て
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
。

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）

二
九
七



二
九
八

（４４
）
”
・卿
・
∪
υ
【一①い
ロ
デ
①
〓
嘔
ユ
ｏぼ
巴
田
ュ
Ｈ●
８
『●
詳
ざ
“
』
Ｈヽ
■
”
”
∽お
ｏ
喘
「嘔
口。∽舞
鮮
ざ
５
９
お
『
Ｊ
、”
『
０
■
日
①́

ｋ
涎
ぞ
ビ
「い
К
”
ヽ
い
・
貧
ｏ
い
じ
ヽ
ｏ
フ
∞
∞
Ｎ
ｌ
ω
∞
メ

（４５
）
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
実
際
の
裁
判
で
は
国
際
法
を
国
内
法
に
変
型
さ
せ
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
国
内
法
の
適
用
を

行

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
と
の
説
が
あ
る
。
最
・ヽ
０
・ω
能
占
田
・

（４６
）
こ
の
よ
う
に
、
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
、
国
際
法
上
と
国
内
法
上
の
二
段
階
の
違
法
性
の
証
明
を
必
要
と
す
る
方
式
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
、
初
期
の
オ
ラ
ン
ダ
に
も
見
ら
れ
た
。
翌
・ヽ
り
ｏ
・器
∵
口
や

（４７
）
＞
・”
・
０
”
『●
ｏ
”
庁
・
『
口
おヽ
０
お
一ざ
口
ｏ
く
ｏ
「
く
ざ
ｒ
けざ
い
∽
ｏ
〔
一Ｆ
ｏ
ｒ
”
ヨ
∽
”
●
魚
〇
嘔
∽一ｏ
ヨ
∽
ｏ
い
Ｊ
Ｊ
い
ｋ
図
涎
ギ
ぎ
目
Ｐ
”
К
”
ヽ
い
。
（い
⑬
６
∞
ン
ｏ
づ
卜
Ｈ
ｏ
ｌ
卜
Ｎ
■

（４８
）
】呂
お
Ｆ
”
２
＞
ド
①
Ｆ
」
『∽Ｆ
「
Ｌ
ぃヽの
Ｑ
お
けざ
●
一●
Ｈ●
一①
『●
”
一ざ
●
ュ
い
”
ヨ
ヽ
Ｒ
涎
ゴ
ジ
ヨ
、ド
『
ｈ
富К
い
ヽ
い
・
（〓
ｏ
Ｎ
Ｎ
ン
ｏ
■
０
９

（
４９

）

０
電

・
の
性
ｐ

導

ミ

・・
づ
り
ヽ
い
ｏ
ｌ
卜
Ｎ
♪

”
ｏ‥
Ｈいい
”

忽
母

ミ

↑

・Ｎ
９

・
フ

ω
ｕ
ｐ

（
５０

）

枷例
ぇ

ば

＞
・
く
ｏ
『
Ｑ
ヽ
ｏ
∽
´

く
Ｏ‥
い
【
∪
”
”
∪
０
国
Ｆ

ｕ
・
＞
饉
ぃ
”
”
①

貧

Ｏ
ｏ
ト
ン

∽
∽
』
Ｈ
∞
‐
Ｎ
Ｎ
ｒ

（
５‐

）

枷例
ぇ

ば

∽
ｏ
Ｆ
ヨ
”
『
Ｎ
①
●
ぴ
①
『
”
①
Ｆ

∽
ミ
〉Ｓ

（Ｐ

ω
ｏ
ン

ｕ
甲

Ｎ
ｏ
ｏ
ｌ
Ю
式
９

（５２
）
戦
争
の
違
法
化

（国
連
憲
章
第
二
条
四
項
）
の
影
響
を
受
け
、
交
戦
法
規
も
そ
の
存
在
意
義
が
再
検
討
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（５３
）
山
本

・
前
掲
注

（１
）

一
一
八
頁
。
他
方
、
中
立
国
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る
反
対
論
も
あ
る
。
”
メ
ン

”
０
〕一●
”
＞
選
８
雰
魚
諄
ｏ
ｏ
ユ
ヨ
一●
Ｌ

”
①
∽
鬱
ｏ
●
Ｌ
げ
】【いけく

』
ｏ
『
く
一〇
一”
一
】ｏ
ｐ
∽

Ｏ
』
一
Ｆ
Ｏ

ｒ
”
■
の
ｏ
』
Ｊ
「”
●

０
”
∽
∽
①
∽
ｏ

（①
Ｑ
・
げ
Ч
ン

弓
国
Ｕ

Ｚ
ロ
ヨ

国
Ｃ
〓
＞
Ｚ
Ｈ↓
＞
”
〓
２

ｒ
＞
ヨ

ｏ
『
＞
”
〓
∪
∪

Ｏ
ｏ
ｚ
「
Ｆ
ＨＯ
↓
∽

（
【
０
「
０
）
り
・Ｎ
Ｏ
Ｎ
一
∪
レ
７
Ｆ

∪
ｏ
■
ｏ
一
●

『
」
Ｌ
∽
い
いｏ
Ｌ
ｏ
●
“
Ｏ
ｒ
”
い
”
一●
”

”
”
鮮
①
『
●
∽

α
』
＞
Ｃ
一
ｒ
Ｏ
■
一
Ч

ｏ
く
ｏ
『
＞
ｏ
一
一く
一一
い①
∽

”
●
Ｑ

卿
①
∽
ｏ
Ｃ
『
ｏ
ｏ
ｐ

・ぃ
撻
ｑ

』
】
減
ｗ
ヽ
い
。

（８
∞
Ｎ
ン

フ
Ｈ
ド

た
だ
し
、
条
約
起
草
過
程
に
お
い
て
、
捜
索
と
処
罰
義
務
は
紛
争
当
事
国
の
み
に
限
定
す
る
と
い
う
提
案
は
否
決
さ
れ
て
い
る
。

０
”
”
つ
ｏ
“
一①
・
∽ミ
ヽ
ＲＳ
（●
・卜
ヾ
）
。
●
・卜
〇
∞
・

（５４
）
も

つ
と
も
、
こ
の
国
際
法
上
の
義
務
に
締
約
国
が
積
極
に
応
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
米
国
は
国
内
立
法

（ヨ
電

ｏ
〓
ヨ
８

＞
簿

Ｒ

８
ｏ
ｏ
・
“
い
ヽ
い
」ヽ

（る
Ｏ
ｏ
ン
フ
３
８
）
を
整
備
し
た
の
が

一
九
九
六
年
で
あ
り
、
そ
の
際
に
も
、
条
約
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
普
遍
主
義
に

基
づ
く
自
国
の
法
令

の
適
用
は
採
用
せ
ず
、
属
地
主
義
、
属
人
主
義
な
ら
び
に
受
動
的
属
人
主
義
に
基
づ
く
適
用
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
。

”
①
ヨ
ミ
″
∽
げ
く
〓
鶏
ギ
Ｎ
”
こ
・
■
ド
ヽ
ヽ
ミ

ミヽ
Ｓ
ｓ
い
）ヽ
さ
せ
ミ
僣
せ
ミ
ミ
ざ
ｓ
ミ
貯
”ド

』Ｓ
）Ｒ

ミヽ
ド
鶴

ミ

濠
ヽ
も
お
ヽ
卜
ヽ
ミ
ミ
ヽ
い
や
ヽヽ
ｓヽ
ヽ
貧
Ｏ
ｏ
じ
）
り
甲
Ｎ
襲
ト

占
ヽ
，

そ
の
他
の
国
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
履
行
す
る
た
め
の
国
内
立
法
の
動
き
に
つ
い
て
は
岡
田
泉

「
『
人
道
に
対
す
る
罪
』
処
罰
の
今
日
的
展



開
―
国
内
立
法
お
よ
び
国
内
裁
判
に
着
日
し
て
」
世
界
法
学
会

・
世
界
法
年
報
第
十
五
号

（
一
九
九
六
）
四
九
―
七
〇
頁
。

（５５
）
Ｏ
ｒ
〓
∽一いい
の
く
”
●
Ｏ
①●
ｄく
Ч
●
”
”①ヽ
Ｆ
↓
ド
①
∽
Ｌ
Ｏ
り
のヽ∽ａ
ｏ
●
ｏ
〔
ヨヨ「”『
０
■
識
あ
∽
“
●
Ｑ
①『
＞
Ｑ
Ｑ
いけ一〇
●
”一
”
【〇一Ｏ
ｏＯ〕
Ｆ
＞
∽〓
０
「
し
昌
・
∪
①】お
∽①い
Ｏヽ
①『”『魚
「
・

↓
”●
一”
¨
目
Ｃ
〓
＞
Ｚ
Ｈ↓
＞
”
Ｈ＞
Ｚ
ｒ
＞
Ｊ
「ｏ
『
ｒゝ”
〓
閣
∪
〇
〇
Ｚ
『ｒＨｏ
↓
・０
口
＞
ｒｒ
口
Ｚ
Ｏ
国
∽
Ｆゝ国
口
＞
マ
∪
∽∽＞
く
∽
ＨＺ
国
一〇
Ｚ
Ｏ
Ｃ
”
〇
「
『
”
Ｈ↓
∽
］【＞
ｒ
∽国
〇
く
日Ｚ
（いＯ
①
μ
）
ｏ
・ＨＯ
Ｏ
・

（５６
）
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
防
止
条
約

（
一
九
七
三
）
も
人
道
に
対
す
る
罪
を
特
定
化
し
た
が

（″
守
●
三
ぶ
∽ヽ
ン
ョ
”一一́

ｏ
電
ワ
一口
ｕ
目
・∽
デ
司
男
２
＞
↓
Ｈｏ
ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
Ｆ

Ｏ
，

同
Ｑ
い一一ｏ
●
（８
露
ン
フ
８
『
）
、
戦
争
犯
罪
の
問
題
と
は
文
脈
を
異
に
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。
な
お
、
人
道
に
対

す
る
罪
は
、
戦
後
、
条
約
に
よ
る
授
権
に
か
か
わ
り
な
く
、
国
内
法
に
よ
る
処
罰
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら

「
人
道
に
対
す
る
罪
」
を

国
内
法
化
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
岡
田

・
前
掲
注

（５４
）
四
九
―
七
〇
頁
、
藤
田
久

一
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
法
学
教
室

一
六
七
号

（
一
九
九
四

・
八
）
一
下

三
頁
。

（５７
）
稲
角
光
恵

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
六
条
の
刑
事
裁
判
管
轄
権
―
同
条
約
起
草
過
程
の
議
論
を
中
心
に
し
て

（
二
）
完
」
名
古
屋
大
学
法
政
論

集
第

一
七
〇
号

（
一
九
九
七
）
二
三
二
―
二
三
七
頁
。

（
５８
）
こ
の
場
合
、
国
内
裁
判
所
は
国
際
法
の
執
行
を
行

っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
例
え
ば

”
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Ｑ
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（いＯ
Ｏ
Ｏ
））
ｏ
Ｕ
。Ｎ
∞
ωｌ
Ｎ
卜
０
一　
］四
〇‥目
い
”
・
∽ヾ
ヽゝ
ｏ
（●
・輌
∞
）】
鬱
・Ｎ
Ｏ
Ю
・

（５９
）
大
沼
保
昭

「『
平
和
に
対
す
る
罪
』
の
形
成
過
程

（
一
ご

国
家
学
会
雑
誌
第
八
七
巻
第
二

・
四
号

（
一
九
七
四
）

一
四
七
―

一
五
六
頁
。

（
６０

）

山

太
…

一馴
颯
揮
位

（
１

）

一　
一
四

百
（
。

＞
●
Ｑ
『
Ｑ
目
●
①
一
ヽ
卿
①
い
Ｏ
①
【
ｏ
の
■
●
”
―
」
ｏ
口
一一い

。
∪
”
ｏ
Ｈ↓

「
い
Ｚ
＞
Ｆ
Ｈ
Ｚ
↓
日
”
Ｚ
＞
↓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ

（
い
０
０
ω
ン

リ
ｂ
ｒ

（６‐
）
こ
の
点
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば

国
”
Ｂ

【
ｏ
一∽ｏ
Ｆ
〓
〓
手
ｏ
冒
Ｑ
”
ヨ
①
二

〓
事
ｏ
Ｚ
日
①
日
序
品

↓
『〓

ｏ
ｏ
鵬
率
“
お

”
”
『８
ｏ
計
諄

〓

Ｈ●
［①
『い
”
一』〇
●
”
一
”
”
■
↓
『
ざ
ヽ
い
ざ
ミ
ミ
ミ
ｏ
ｓ
ヽ
ヽ
い
ｏＳ
（智
ミ
ュ
ヽヽ
き
ヽ
く
ｏ
一Ｌ

（日
Φ
卜
『
ン
ｏ
づ
二
い
∞
―
ド
ヽ
｝

（６２
）

一
九
九
八
年
ロ
ー
マ
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
は
、　
一
方
で
侵
略
を
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
の
対
象
と
し
て
規
定
し

（第
五
条

一
項

（
ａ
し
、

他
方
、
侵
略
の
罪
の
定
義
と
管
轄
権
行
使
の
条
件
が
新
た
に
規
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
裁
判
所
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
し
て
い
る

（同
条
二
項
）
。

真
山
全

「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
対
象
犯
罪
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
四
六
号

（
一
九
九
八

・
三

。
一
）
四
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔未
　
｛西

（本
学
法
学
部
助
手
）

国
際
司
法
協
力
と
し
て
の

「引
渡
」
の
法
的
性
質

（
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
九


